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直営施設直営施設をご利用くださいをご利用ください！！

オークラ千葉ホテルオークラ千葉ホテル

黒潮荘黒潮荘

那須の森ヴィレッジ那須の森ヴィレッジ

令和6年度も通常の助成に加えて特別加算2,000円令和6年度も通常の助成に加えて特別加算2,000円!!



令和 6年度においても直営施
設助成金に特別加算（2,000
円）が加わりさらにお得です！春春の宿泊プランのご案内

つうしん
※表示価格は組合員料金です。

2	 黒潮荘つうしん
4	 令和６年度「フォレスト・ヴィラ」を
開設します

6	 全国共済施設案内「埼玉県」
7	 メンタルヘルス教室　募集案内／
	 令和６年度　税務・法律相談のご案内
8	 令和６年度事業計画及び予算について
15	貸付制度をご活用ください／
	 だんしん事業のご案内
16	日本の公的年金制度のしくみ
18	組合員証・被扶養者証（保険証）に
	 ついて
19	組合員証等の再交付申請について
20	組合員の被扶養者になれる者の基準に
	 ついて
22	令和６年度扶養事実確認調査について
23	「標準報酬決定・改定通知書」と「標準
期末手当等決定通知書」について

24	令和６年度特定健康診査・特定保健指
導の実施方法について

26	退職等年金給付／スパ・スカイビュー
27	「施設利用券」等のご使用の際の
	 注意事項について
28	令和６年度も直営施設の利用助成金に
特別加算を行います！／

	 令和６年度厚生事業予定のご案内
29	ゴルフ大会開催のお知らせ！
30	貯金事業からのお知らせ
31	令和６年度契約施設のお知らせ
32	共済組合からのお知らせ
33	RIZAP	オンラインセミナー睡眠編
34	ネイチャーアクティビティ体験
	 プログラム
35	茶臼山トレッキング教室・
	 アウトドアキャンプ教室開催のお知らせ
36	那須の森ヴィレッジからのお知らせ
38	オークラ千葉ホテルニュース

ＣＯＮＴＥ
ＮＴＳ

期間：５月31日（金）まで

令和6年　4月 5月 6月
1 日㈪  2 日㈫  3 日㈬  7 日㈫  8 日㈬ 

28 日㈫  29 日㈬  30 日㈭ 
4 日㈫  5 日㈬ 

25 日㈫ 26 日㈬ 
7月 8月 9月

1 日㈪  2 日㈫  3 日㈬  4 日㈭  
16 日㈫  17 日㈬ 28 日㈬  29 日㈭  17 日㈫  18 日㈬  19 日㈭ 

⃝黒潮荘休館日

先　附	 紋甲烏賊とおかひじきの和え物
向　附	 鮮魚5点盛り合せ
青　竹	 鰆漬け焼き　桜花の香り
台の物	 白魚と浅蜊の玉子とじ
揚　物	 ミルフィーユかつ　
	 トマトソースを添えて

向　附	 鮮魚5点盛り合せ
青　竹	 鶏肉の鍬焼き
台の物	 白魚と浅蜊の玉子とじ
揚　物	 馬鈴薯　グリーンピース
	 人参　かき揚げ

酢の物	 水雲酢　独活　刀豆の花
	 あられ胡瓜
食　事	 筍釜飯　赤出汁
香の物	 香の物3点盛り
甘　味	 桜香る　
	 和風のパンナコッタ

酢の物	 水雲酢　独活　刀豆の花
	 あられ　胡爪
食　事	 ふさおとめ　赤出汁
香の物　香の物3点盛り
甘　味	 桜香る　和風のパンナコッタ

お品書きお品書き

お一人様
１泊２食付

7,800円※

お一人様
１泊２食付

9,800円※

〈イメージ〉〈イメージ〉〈イメージ〉〈イメージ〉

なぎさコース
南房総鴨川の一足早い春の
料理を香りと共にお楽しみ
ください。

黒潮山海コース
春を告げる魚や旬菜を調理
長のアレンジで、味、香り
をお楽しみください。

　黒潮荘では、今年度も引き続き、“どこよりも安心できる皆
さまのための施設” として、組合員の皆さまが安心・安全にご
利用いただける施設運営に努めてまいります。
　また、この間、当施設では、昨今の飲食材料費を中心と
した物価高騰の影響等への対策として、仕入先の精査等を
はじめとしたでき得る限りの対応を行ってきたところです
が、当施設の強みである食の品質・魅力や、アンケート調
査等でも高い評価をいただいているサービス水準を維持し、
安心安全な施設運営を行っていくため、右記のとおり料金
改定をさせていただきます。

　今後も、黒潮荘は、組合員の皆さまに旬のおいしい料理と温泉で心身ともに「くつろぎ、やすらぎ」の時
間をお過ごしいただけるよう、さらなるサービスの向上に努めてまいりますので、何卒ご理解を賜りますよ
うよろしくお願いいたします。

※繁忙期、年末年始に係る加算額は、現行のとおりです。

大人	＋1,000円、小人	＋500円
宿泊料（税サ別、以下同様）

大人	＋200円、小人	＋100円
朝食料

●ＧＷ期間：大人	＋1,500円、小人	＋750円
●夏期期間：大人	＋1,500円、小人	＋750円

シーズン料金の設定

黒 潮 荘 感 謝 祭
　日頃のご愛顧に感謝を込めまして、４月限定で感謝祭を開催いたします。
　通常7,800円（助成券控除後）のなぎさコースがなんと6,500円（※
休前日は＋1,210円）。さらに、次回ご利用いただける５％割引券（※）付き。
　新規に組合員になられた方、黒潮荘をまだご利用されたことのない
方から、もっともっと黒潮荘で癒し、くつろぎのひとときを満喫した
いという常連の方々まで、この機会にぜひ黒潮荘をご利用ください。
※各種助成金等控除後の金額から５％割引になります。

この機会にこの機会に
黒潮荘へ黒潮荘へ
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〈イメージ〉〈イメージ〉

黒潮荘最新情報や館内でのイベント情報や空室情報等を随時更新しております
ので、気になった方はフォローして「いいね！」してください！

Facebookでも最新情報更新中！ InstaInstaggramram
もやっています！もやっています！
Instagramは支援や関与をしていません。Instagramは支援や関与をしていません。

※１泊２食、税・サ込み、利用券使用後の料金です。※仕入れ状況により内容が変わる場合もございます。
※休前日は＋1,210円（税込）でご利用いただけます。※ご利用日前10日からは、キャンセル料が発生します。

お一人様　1泊2食付き12,300円　アルコール飲み放題

　　　　　　　　　　11,300円　ソフトドリンク飲み放題
虹虹色色大大漁漁祭祭期間：令和6年6月1日（土）～6月30日（日）

2 毎月抽選で当たる！ 豪華賞品プレゼント!
宿泊時に応募券を配付いたします。各施設毎月抽選で2名様に「かも・なす」の地元高級食材をプレゼント！

3 鴨川名産の鯛せんべいプレゼント！
長く地元で愛されている鴨川名産の鯛せんべいをプレゼントいたします！　※１組につき１箱をプレゼントさせていただきます。 黒潮荘限定

1
かもなすスタンプラリーで、宿泊割引券をプレゼント！
宿泊1泊につきスタンプを1つ押させていただきます。両施設のスタンプが揃うと、2,000円分の宿泊割引券をプレゼント！　両施設利用してスタンプを
4個集めると、更に5,000円分の宿泊割引券をプレゼント！
※スタンプカードは1組につき1枚とさせていただきます。

令和6年4月1令和6年4月1日日（月（月））～～ 77 月月1122日日（金）（金）
令和6年9月1令和6年9月1日日（日（日））～11月～11月3300日日（土）（土）

実施
期間なす

のお知らせ

かも キャンペーンＷＷ
（（那須の森ヴィレッジ那須の森ヴィレッジ））

（鴨川黒潮荘）（鴨川黒潮荘）

黒潮荘・那須の森ヴィレッジ２施設合同キャンペーンを開催します！組合員の皆さまにお得
な特典をご用意いたしました。皆さまのお越しをスタッフ一同、心よりお待ちしております！

※那須の森ヴィレッジは開設期間に準拠※那須の森ヴィレッジは開設期間に準拠

昨年度開催しご好評いただきました、「NN II JJ II 海彦山彦海彦山彦」と「黒潮祭」のいいとこどり！
＂虹虹色色大大漁漁祭祭の7つのおもてなし＂で皆さまをお待ちしております。

6月限定
特別企画

お刺身だけで
なく、

お好みのネタ
を選んでお寿

司、海鮮丼に
！

食べ方、作り
方は無限大!

!　

楽しく作って
、美味しく食

べよう！

おもてなし１ 虹の傘、花手水でお出迎え おもてなし２ ７色のてるてる坊主でお部屋を飾り付け

おもてなし３ 虹色のお茶菓子 おもてなし４ 虹色のお料理 豪華お刺身取り放題おもてなし５
70分のフリードリンクおもてなし６ 宿泊中に虹が出たら、1室あたり2,216円お値引きおもてなし 7
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』です。

千葉県市町村職員共済組合保養所

 黒潮荘 検索 ⬅

ご予約・お問い合わせ
Tel. 04（7092）2205
〒 296-0004　千葉県鴨川市貝渚 2565　
　　　　　　　　Fax 04（7093）1213



～少し都会から離れ、～少し都会から離れ、 落ち着いた夏休みを～落ち着いた夏休みを～

◦所 在 地　群馬県吾妻郡嬬恋村嬬恋高原
◦電話番号　0279（97）2323（9時～16時 施設直通）
　　　　　　0279-97-4111（代表）
◦交　　通　 車 利 用／ 上信越自動車道碓氷軽井沢Ｉ.Ｃ.から鬼押ハイウェー、

万座ハイウェー経由で49km
電車利用／ ＪＲ線・吾妻線万座・鹿沢口駅からタクシーで10分。

万座温泉行きバスで10分、嬬恋プリンスホテル前下車
徒歩１分。

◦食事案内（２食付き）
夕食／レストラン／和・洋・中ブッフェ

（お食事の内容は、時期により変更になる場
合がありますのでご了承ください。）

朝食／レストラン／和・洋ブッフェ
◦周辺案内

付帯施設／ 嬬恋高原ゴルフ場（18H）、露天風呂（温泉）、グラウンドゴルフ、卓球
近隣施設／ 鬼押出し園、浅間山、万座温泉、草津温泉、志賀高原、鎌原観音堂、

嬬恋村郷土資料館、軽井沢おもちゃ王国、軽井沢ショッピングプラザ

7/20～
8/12泊

7/20～
8/12泊

◦所 在 地　長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢
◦電話番号　0267（42）8686（9時～17時30分 予約係直通）
　　　　　　0267（42）1111（代表）
◦交　　通　 車 利 用／上信越自動車道碓氷軽井沢Ｉ.Ｃ.から約11km

ご宿泊のお客様：１泊につき１台1,000円
（ご出発日の22：00までご利用いただけます）
電車利用／北陸新幹線軽井沢駅南口から徒歩約13分

◦食事案内（朝食付き）
イースト➡All Day Dining Karuizawa Grill　洋食コース
イースト➡すき焼き、しゃぶしゃぶ、鉄板焼、爽風 しゃぶしゃぶコース
ウエスト➡中国料理　桃李　コース料理
ウエスト➡ALL DAY DINING LOUNGE / BAR Primrose
ウエスト➡日本料理　からまつ　会席コース　　　　　　 
＊時期やメニューにより料金は異なります。ホテルへご確認ください。
＊サービス料（13％）が別途かかります。
　朝食／ウエスト　宴会場ブッフェまたはレストラン　
＊その他、周辺にもお食事場所があります。

※夕食・朝食はどちらも予約制です。各自予約をお願いいたします。
　レストラン予約係：0267（42）1111（9時～20時30分）

◦温泉案内
ウエストコテージ宿泊のお客様は、6時～19時（最終受付）に限り、１回
おとな2,000円、こども（3歳～12歳未満）1,850円でご利用いただけます。
＊オムツ着用児はご利用いただけません。

◦周辺案内
付帯施設／ テニスコート、レンタサイクル、軽井沢・プリンスショッピング

プラザ、軽井沢プリンスホテルゴルフコース
近隣施設／ 軽井沢72ゴルフ、晴山ゴルフ場、軽井沢浅間ゴルフコース

夕　

食

　毎年、ご好評をいただいております「フォレスト・ ヴィラ」を今年度も開設いたします。

　忙しい日々を忘れ、美しい自然の中で、落ち着いた夏 休みを満喫できる２つの施設をご用意いたしました。

　この機会に、ご家族みんなで楽しい思い出をつくっ てみませんか。

　なお、お申し込み方法等につきましては、左ページ をご覧ください。

　《軽井沢は１泊朝食付き、嬬恋は１泊２食付きです。》

「フォレスト・ヴィラ」を開設します「フォレスト・ヴィラ」を開設します

嬬恋プリンスホテル

軽井沢プリンスホテル
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～少し都会から離れ、～少し都会から離れ、 落ち着いた夏休みを～落ち着いた夏休みを～

令和
６年度

　毎年、ご好評をいただいております「フォレスト・ ヴィラ」を今年度も開設いたします。

　忙しい日々を忘れ、美しい自然の中で、落ち着いた夏 休みを満喫できる２つの施設をご用意いたしました。

　この機会に、ご家族みんなで楽しい思い出をつくっ てみませんか。

　なお、お申し込み方法等につきましては、左ページ をご覧ください。

　《軽井沢は１泊朝食付き、嬬恋は１泊２食付きです。》

「フォレスト・ヴィラ」を開設します「フォレスト・ヴィラ」を開設します

11開設期間及び借上棟（室）数開設期間及び借上棟（室）数
７月20日（土）～８月12日（月）泊まで７月20日（土）～８月12日（月）泊まで

（１）（１）嬬　恋嬬　恋　ファミリールーム（４室）　　ファミリールーム（４室）　

（２）（２）軽井沢軽井沢　ウエストコテージ（４棟）　ウエストコテージ（４棟）

22利用者の範囲利用者の範囲　組合員とその家族とします。　組合員とその家族とします。

33利用料金利用料金  〔１棟（室）当たり〕〔１棟（室）当たり〕

4利用制限等
（１）全施設２泊を限度とします。

（２） 小さなお子様を含め定員を超えての利用を希望す

る場合は、追加料金等がかかる場合がありますの

で、必ずホテルへ料金等の確認をしてください。

5申込方法
　オンライン申込のみ
　４月以降に共済組合のホームページに掲載されるフォ

レスト・ヴィラの申込フォームから必要事項を入力し、

申し込みをしてください。

◦申込締切　令和６年４月30日23時59分　
　なお、申込多数の場合は抽選とし、６月上旬頃に代表

者に通知します。

　また、６月17日（月）10時から電話にて、キャンセル

待ち等の受付を各施設で行います。キャンセル待ち申込

時に、「千葉共済フォレスト・ヴィラの関係」等伝えて

から、お申し込みください。

6利用方法
　当共済組合発行の「フォレスト・ヴィラ利用券」をチェッ

クイン時に各施設のフロントへ提出してください。

　また、チェックアウト時に利用料金、食事代、その他

諸税等をご精算ください。

7違約金（キャンセル料）
　利用日の10日前（利用申込が利用日の10日以内であ

る場合は３日前）の取消しから１棟（室）につき、次の

違約金（キャンセル料）をいただきます。

◦前日までの取消し………各施設利用料金の25%
◦利用日当日の取消し……各施設利用料金の全額

8その他
　直前のキャンセルにより、空室となってしまうケース

が少なくありません。

　少しでも多くのご家族にご利用いただくため、当選され

ましたらご利用が確実な方のご応募をお待ちしています。

　なお、やむを得ずキャンセルされる場合につきまして

は、早めに各施設へご連絡をお願いいたします。

「フォレスト・ヴィラ」開設「フォレスト・ヴィラ」開設ののご案内ご案内令和６年度

地域名 部屋タイプ 定員 料　金 食　事

嬬　恋 ファミリールーム ４名 26,400円
（サービス料・消費税込） 夕朝食付

軽井沢 コテージ ４名 29,400円
（サービス料・消費税込） 朝食付

（注１） １泊２日（食事付）の料金です。
（注２） 嬬恋については、温泉となります。別途入湯税（１名：150円）

がかかります。
（注３） 嬬恋については、ソファーベッド使用で５名まで利用でき

ます（追加料金等については、嬬恋プリンスホテルへ直接
ご確認ください）。

（注４）軽井沢は４名までです。５名以上の申し込みはできません。
（注５） 定員は６歳以上のお子様を含めた人数となっております。

定員を超えた利用はお控えください。
（注６） ６歳未満のお子様を含めた人数が定員を超えた場合、4歳

以上のお子様には、別途お食事代が発生いたしますので、
あらかじめご了承ください。

◦嬬恋プリンスホテル 
　TEL 0279（97）2323（９時～16時）予約係直通

◦軽井沢プリンスホテル
　TEL 0267（42）8686（９時～17時30分）予約係直通

キャンセル待ち申し込みの受付（施設直接）

６月17日（月）10時～
※６月18日（火）以降の受付時間は以下の通りです。
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全国共済施設案内「埼玉県」
埼玉県市町村職員共済組合

※千葉県市町村職員共済組合の組合員及びその被扶養者の方が「草津保養所 アルペンローゼ」に宿泊される
場合、契約施設利用券（助成券）を利用するとお１人につき2,500円の控除が受けられます。

【実施期間】

令和６年４月１日（月）

～令和６年６月３０日（日）

上記期間の日曜日～木曜日のご宿泊が

対象となります。

（但し、4/28、5/5、5/27～5/30の宿泊を除く）

組合員・被扶養者

６，０００円～
（１泊２食付 税・サービス料込）

※利用補助券控除後の金額

①同居家族等の場合は、その旨をお申し出ください。

申し出がない場合は、一般利用者扱いとなりますのでご注意願います。

②小人の料金は、上記料金及び通常料金のいずれか低い方の料金となります。

③人数に含まれるのは３歳以上の方。

④３階・６階の一部は喫煙室となります。

千葉県市町村職員共済組合の組合員の皆さまへ

＜お問い合わせ先＞

〒330-0064 さいたま市浦和区岸町7-5-14
埼玉県市町村職員共済組合施設課

048-822-3304

〒377-1711 群馬県吾妻郡草津町草津512-2
草津保養所アルペンローゼ

0279-88-1300
HP：h�p://www.saitama-ctv-kyosai.net/alpenrose/

～新緑の草津を
お楽しみ下さい✾～

草 津 保 養 所

洋室（トリプル）

明るい雰囲気の１Fロビー

和・洋・中のバイキング

組合員の同居の家族及び

同居でない両親

８，５００円～
（１泊２食付 税・サービス料

色鮮やかな”石楠花”

女性用大浴場”しらね

5名以上 4名 3名 2名 1名
ツイン 8,500 9,500
DXツイン 9,500 10,500
トリプル 8,500 9,500 10,500
12畳 8,500 8,500 9,500 10,500
15畳 8,500 9,500 10,500 11,500
特別室 9,500 10,500 11,500 12,500

洋
室

和
室

【 泉質主義！草津温泉 】

草津温泉の泉質は、酸性度が非常

に高く、殺菌効果のある温泉です。

また、源泉温度も高く、古来より”万

病に吉”と謳われるほど効能のある温

泉ですので、泉質主義を掲げる天下

の名湯、草津温泉を満喫しにいらして

みてはいかがでしょうか。

5名以上 4名 3名 2名 1名
ツイン 6,000 7,000
DXツイン 7,000 8,000
トリプル 6,000 7,000 8,000
12畳 6,000 6,000 7,000 8,000
15畳 6,000 7,000 8,000 9,000
特別室 7,000 8,000 9,000 10,000

洋
室

和
室
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お問い合わせ先 

　

　福祉課厚生係（直通）　TEL 043（248）1114

実　施　月 税務相談室
（青木幸広 税理士）

法律相談室
（河邉義範 弁護士）

令和６年

４月 ４月９日（火） ４月10日（水）
５月 ５月14日（火） ５月８日（水）
６月 ６月11日（火） ６月12日（水）
７月 ７月９日（火） ７月10日（水）
８月 ８月６日（火） ８月７日（水）
９月 ９月10日（火） ９月11日（水）

１０月 10月８日（火） 10月９日（水）
１１月 11月12日（火） 11月13日（水）
１２月 12月10日（火） 12月11日（水）

令和７年
１月 １月７日（火） １月８日（水）
２月 ２月18日（火） ２月12日（水）
３月 ３月11日（火） ３月12日（水）

　共済組合では、毎月１回、税務・法律に関す

る相談室（無料）を開設しています。令和６年度

の開設日については次のとおりです。詳細につ

いては32頁をご覧ください。

税務・法律相談
のご案内

令和６年度

※ 開設日については、変更となる場合がございます
のでご了承ください。

募 集 案 内

※ 進行状況により、時間が前後することや内容が変更になること
があります。

※ 後日、YouTubeにて録画した講座の配信もありますので、開催
日時に見ることができない方も申し込みいただければ、録画配
信を視聴いただけます。

※ zoomウェビナーを使用して配信します。カメラとマイクは使用
しません。

　今年度もメンタルヘルス教室を開催します！６月・９月・12月にテーマを変えて３回、オンラインにて開催します。
　今回の教室では、メンタルヘルスに関する知識や身体の不調を解消するための知識、肩こり、腰痛予防の姿勢改善
ストレッチについて学ぶことができます。
　ご家族の皆さまに役立つ内容となっておりますので、ぜひご参加ください。

メンタルヘルス教室
～ 心と身体を癒す疲労回復編～

◦募集人数　300名
※ 申込者多数の場合は抽選とし、結果については後日、申込者全員にメー

ルで通知します。

◦申込資格
　組合員及びその家族（同居、別居を問いません）

◦参加に必要なもの（２点）　
◦安定したネット環境

※ Wi-Fi環境でない場合、通信速度の制限により通信ができなくなる可
能性もあるため、Wi-Fi環境を推奨します。

◦PC／スマートフォン／タブレット等のデバイス　　

◦受 講 料　無料

◦申込方法
下記URLもしくは二次元コードから参加を希望される講座の申込
フォームへアクセスしていただき、必要事項をご入力ください。

◦申込締切日　令和６年５月24日（金）

◦そ　の　他　 受講者を決定後、受講のご案内を申込フォームに入
力いただいたメールアドレスに送信します。

心と身体を癒すメンタルヘルス研修
（30分程度）

1  ストレスチェックからみた市町村職員の心と
身体の特徴と対策

2 眼精疲労解消法

3 腰痛・肩こり改善法

心と身体を癒す疲労回復ストレッチ
（30分程度）

1  ストレッチで不調改善

2 肩こり、腰痛予防の姿勢改善ストレッチ

3 リラクゼーションで心も身体もすっきり体験 【URL】
https://forms.office.com/r/
Z2CxkPGVPt

【二次元コード】

〈フォームへ入力していただく必要事項〉
❶組合員証記号　❷組合員証番号　❸組合員氏名　❹受講者氏名　
❺電話番号　❻PCメールアドレス（携帯アドレスはメールが届かない
場合があるため、PCアドレスでお願いします。）

基

本

講

座

演
　
　
習

※個人情報の利用目的　受講申込書に記載された個人情報は、メンタルヘルス教室における以下の目的に使用します。
1.お申し込み確認と参加者名簿を作成するため　2.受講決定を通知するため　3.その他、講座を円滑に運営するため

◦開催日時
　令和６年６月15日（土）10：00～11：15
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◦
短
期
財
源
率
の
引
き
上
げ

◦
介
護
財
源
率
の
引
き
下
げ

　

組
合
員
と
そ
の
被
扶
養
者
の
皆
さ
ま
の
病
気
、

け
が
、
出
産
、
死
亡
、
休
業
及
び
災
害
等
の
給
付

を
行
う
経
理
で
す
。

　

短
期
経
理
で
は
、
保
健
給
付
に
つ
き
ま
し
て
は
、

地
方
公
務
員
の
定
年
引
上
げ
の
本
格
化
等
に
よ
り

組
合
員
数
が
増
加
す
る
こ
と
か
ら
、
前
年
度
と
比

較
し
て
約
13
億
３
２
６
３
万
円
増
加
す
る
見
込
み

と
な
り
ま
し
た
。

　

高
齢
者
医
療
制
度
へ
の
拠
出
金
に
つ
い
て
は
、
令

和
６
年
度
の
前
期
高
齢
者
納
付
金
は
令
和
４
年
10

月
の
地
共
済
法
適
用
拡
大
に
よ
り
前
期
高
齢
者
の

組
合
員
が
増
え
、
加
入
者
調
整
率
が
引
き
下
が
っ

た
こ
と
か
ら
、
前
年
度
と
比
較
し
て
約
24
億
６
９

８
３
万
円
減
少
す
る
見
込
み
と
な
り
ま
し
た
が
、

後
期
高
齢
者
支
援
金
に
つ
い
て
は
令
和
６
年
度
の
標

準
報
酬
総
額
推
計
値
を
算
定
の
基
礎
と
す
る
た
め
、

約
５
億
９
６
５
１
万
円
増
加
す
る
見
込
み
と
な
り

ま
し
た
。
全
体
と
し
て
高
齢
者
医
療
制
度
へ
の
拠

出
金
に
つ
い
て
は
、
前
年
度
に
対
し
て
約
18
億
７

３
３
１
万
円
減
少
す
る
見
込
み
と
な
り
ま
し
た
。

　

な
お
、
令
和
７
年
度
以
降
に
つ
い
て
も
後
期
高

齢
者
支
援
金
に
つ
い
て
は
、
コ
ロ
ナ
禍
の
受
診
控

え
の
解
消
及
び
前
年
度
か
ら
団
塊
の
世
代
が
75
歳

以
上
の
後
期
高
齢
者
へ
本
格
的
に
移
行
し
て
い
る

状
況
等
に
よ
り
引
き
続
き
増
加
が
見
込
ま
れ
る
と

こ
ろ
で
す
。

　

保
健
給
付
を
は
じ
め
と
し
た
短
期
給
付
に
つ
き

ま
し
て
は
、
令
和
４
年
10
月
か
ら
地
共
済
法
適
用

拡
大
に
伴
う
短
期
組
合
員
の
方
が
組
合
員
資
格
取

得
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
い
ず
れ
も
大
き
く
増
加
し

て
前
年
度
と
比
較
し
て
約
13
億
８
８
１
０
万
円
増

加
す
る
見
込
み
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
短

期
経
理
財
源
率
は
今
後
の
安
定
し
た
給
付
事
業
が

保
て
る
よ
う
、
前
年
度
か
ら
千
分
の
２
・
０
引
き

上
げ
、
標
準
報
酬
の
月
額
及
び
標
準
期
末
手
当
等

の
額
に
係
る
率
は
、
千
分
の
96
・
８
と
し
た
も
の

で
す
。

　

40
歳
か
ら
65
歳
未
満
の
方
が
対
象
と
な
る
介
護

保
険
料
に
係
る
介
護
財
源
率
に
つ
き
ま
し
て
は
、

令
和
４
年
10
月
か
ら
短
期
組
合
員
の
方
が
組
合
員

資
格
取
得
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
前
年
度
と
比
較
し

て
、
介
護
納
付
金
の
額
は
約
２
６
４
９
万
円
増
加

す
る
見
込
み
と
な
り
ま
し
た
が
、
介
護
積
立
金
を

充
当
し
、前
年
度
か
ら
千
分
の
０
・
５
２
引
き
下
げ
、

標
準
報
酬
の
月
額
及
び
標
準
期
末
手
当
等
の
額
に

係
る
率
は
、
千
分
の
16
・
８
０
と
し
た
も
の
で
す
。

　

こ
の
結
果
、
短
期
経
理
の
収
支
に
つ
い
て
は
、

短
期
給
付
で
は
約
14
億
２
１
９
２
万
円
の
当
期
短

期
利
益
金
を
見
込
み
、
短
期
積
立
金
に
充
当
す
る

も
の
で
す
。
ま
た
、
介
護
保
険
に
つ
い
て
は
、
約

５
５
９
８
万
円
の
当
期
介
護
損
失
金
を
見
込
む
も

の
で
す
が
、
前
年
度
か
ら
繰
越
し
た
介
護
積
立
金

を
充
当
し
、
残
り
の
約
４
９
０
万
円
を
介
護
積
立

金
に
充
当
す
る
も
の
で
す
。

　

共
済
組
合
は
、
健
全
な
医
療
保
険
制
度
を
維
持

し
て
い
く
た
め
に
疾
病
予
防
事
業
や
ジ
ェ
ネ
リ
ッ

ク
医
薬
品
の
使
用
促
進
な
ど
の
医
療
費
増
嵩
対
策

の
充
実
に
引
き
続
き
努
め
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、

皆
さ
ま
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。

　

収
支
予
定
及
び
事
業
内
容
の
詳
細
は
次
の
と
お

り
で
す
。

表 1 ・短期経理収支予定表 ( 単位：千円 )

収
　
　
入

短 期 負 担 金 20,117,095
介 護 負 担 金 2,172,402
短 期 掛 金 19,807,463
介 護 掛 金 2,172,402
短 期 任 意 継 続 掛 金 317,723
介 護 任 意 継 続 掛 金 35,262
出 産 育 児 交 付 金 22,947
雑 収 入 778
高 額 医 療 交 付 金 260,491
災 害 給 付 交 付 金 5,580
育児 ･ 介護休業手当金交付金 2,560,857
調 整 負 担 金 41,773
短期利息及び短期配当金 21,401
介 護 利 息 2
賠 償 金 17,226

合　　計 47,553,402

支
　
　
出

保 健 給 付 21,237,484
休 業 給 付 3,016,492
災 害 給 付 5,580
附 加 給 付 183,740
退 職 者 給 付 拠 出 金 43
前 期 高 齢 者 納 付 金 4,374,853
後 期 高 齢 者 支 援 金 9,396,003
病 床 転 換 支 援 金 4
介 護 納 付 金 4,436,050
一 部 負 担 金 払 戻 金 283,610
連 合 会 払 込 金 536,583
連 合 会 拠 出 金 2,489,817
支 払 準 備 金 の 積 増 額 227,202

合　　計 46,187,461

差　　引 1,365,941

表 2 ・財源率
標準報酬の月額及び

標準期末手当等の額に係る率
掛金率 負担金率 合計

短
　
　
期

一 般 組 合 員
短 期 組 合 員
特定消防組合員
特別職の職員等の組合員

48.40
1,000

48.40
1,000

96.80
1,000

任意継続組合員
96.80
1,000

－
96.80
1,000

介
　
　
護

一 般 組 合 員
短 期 組 合 員
特定消防組合員
特別職の職員等の組合員

8.40
1,000

8.40
1,000

16.80
1,000

任意継続組合員
16.80
1,000

－
16.80
1,000

　令和６年３月４日（月）に開催されました第204回組合

会において、令和６年度の「事業計画及び予算」が議決

されました。本年度も組合員及び被扶養者の皆さまの生

活の安定と福祉の向上に寄与するため、各種事業を実施

いたします。 

令和６年度 事業計画及び予算について
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表３・短期事業内容
（1）組合員に対する給付

給付の種類 要　件 法定給付（法律による給付） 附加給付（組合の自主的給付）

療 養 の 給 付 公務外で病気やけがをしたとき
（入院時食事（生活）療養費を除く）

医療費の７割 
高齢受給者（70歳以上75歳未満の方）は８割（一定以上所得者につい
ては７割）

一部負担金払戻金として、自己負担額から25,000円（上位所得者※に係る
ものにあっては50,000円）を引いた額。ただし、その額が1,000円未満の
場合は不支給。また、1,000円を超える額の100円未満の端数は切り捨てる。
同一月内の受診について、医療機関等ごと（入院、外来、歯科別）にそれ
ぞれ1件として算定する。また、医療機関等において薬剤の投与に代えて
処方せんが交付されるときは、当該処方せんに基づく薬局での薬剤の支給
は、処方せんを交付した医療機関における療養の一環とみなし、診療報酬
明細書及び調剤報酬明細書をあわせて1件として算定する。

入 院 時 食 事
（生活）療養費

公務外の病気やけがのために入院をし
て、食事（生活）療養を受けたとき

食事療養費の額から患者負担（１食460円、住民税等の非課税者は1食210円、
所得が一定の基準に満たない70歳以上の方は1食100円）を控除した額 なし

訪問看護療養費 難病等で在宅療養をしたとき 療養の給付に同じ 療養の給付に同じ

移 送 費 病気やけがのため、患者が移動困難な状態に
あり、医師の指示により緊急に転院したとき 組合の算定基準に基づく費用の金額 なし

高 額 療 養 費 公務外で病気やけがをしたとき
（訪問看護療養費を含む）

1. 70歳未満の方
⑴同一月内に受けた療養に係る自己負担額について、次の所得区分に応じた金額を超えた額

①低所得者 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 35,400円
②標準報酬の月額28万円未満の組合員 ･･････････････････････････････････････････････････････ 57,600円
③標準報酬の月額28万円以上53万円未満の組合員 ･･･････････････ 80,100円+（医療費-267,000円）×1%
④標準報酬の月額53万円以上83万円未満の組合員 ･･････････････ 167,400円+（医療費-558,000円）×1%
⑤標準報酬の月額83万円以上の組合員 ･････････････････････････ 252,600円+（医療費-842,000円）×1%

⑵ 同一月内に同一世帯で2件以上、自己負担額21,000円以上（低所得者も同じ）を超えるものがある場合は、それらを合算した自己負
担額について、次の所得区分に応じた金額を超えた額
①低所得者 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 35,400円
②標準報酬の月額28万円未満の組合員 ･･････････････････････････････････････････････････････ 57,600円
③標準報酬の月額28万円以上53万円未満の組合員 ･･･････ 80,100円+（合算対象医療費-267,000円）×1%
④標準報酬の月額53万円以上83万円未満の組合員 ･･････ 167,400円+（合算対象医療費-558,000円）×1%
⑤標準報酬の月額83万円以上の組合員 ･････････････････ 252,600円+（合算対象医療費-842,000円）×1%

⑶ 同一世帯で療養のあった月以前の12月以内にすでに3回以上高額療養費が支給されているとき、4回目から自己負担額について、次
の所得区分に応じた金額を超えた額
①低所得者 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 24,600円
②標準報酬の月額28万円未満の組合員 ･･････････････････････････････････････････････････････ 44,400円
③標準報酬の月額28万円以上53万円未満の組合員 ･･･････････････････････････････････････････ 44,400円
④標準報酬の月額53万円以上83万円未満の組合員 ･･･････････････････････････････････････････ 93,000円
⑤標準報酬の月額83万円以上の組合員 ･････････････････････････････････････････････････････140,100円

⑷特定疾病に該当する方は月額10,000円（上位所得者※は20,000円）を超えた額
〈所得区分〉　●上位所得者※：標準報酬月額53万円以上の方
　　　　　　●一般：上記以外の方

２．70歳以上75歳未満の方（高齢受給者）
⑴ 同一月内に受けた外来療養に係る自己負担額について、次の所得区分に応じた金額を超えた額（同一月内に同一者が複数の保険医

療機関等で外来療養を受けた場合は、それら全ての自己負担額を合算）
①低所得者 8,000円
②一般 18,000円（年間上限144,000円）
③標準報酬の月額28万円以上53万円未満の組合員…80,100円＋（医療費－267,000円）×１％【多数該当時は44,400円】
④標準報酬の月額53万円以上83万円未満の組合員…167,400円＋（医療費－558,000円）×１％【多数該当時は93,000円】
⑤標準報酬の月額83万円以上の組合員…252,600円＋（医療費－842,000円）×１％【多数該当時は140,100円】
※年間上限　 計算期間（前年８月１日から７月31日まで（組合員の資格喪失または被扶養者の認定取消しがあった場合は、喪失ま

たは取り消しした日の前日まで））の末日時点で一般区分または低所得者区分である70歳以上の組合員または被扶養
者について、計算期間のうち一般区分または低所得者区分であった月の外来療養に係る額が144,000円を超えた場
合、その超えた分を組合員からの申請により支給する。

⑵ 同一月内に同一世帯で２人以上療養を受けたとき、または、同一月内に同一人において外来と入院の療養を受けたとき、入院分の自
己負担額と上記（１）により支給された高額療養費の額を控除した後の外来分の自己負担額を世帯単位で合算し、次の所得区分に応
じた金額を超えた額
①低所得者Ⅰ 15,000円
②低所得者Ⅱ 24,600円
③一般 57,600円【多数該当時は44,400円】
④標準報酬の月額28万円以上53万円未満の組合員…80,100円＋（医療費－267,000円）×１％【多数該当時は44,400円】
⑤標準報酬の月額53万円以上83万円未満の組合員…167,400円＋（医療費－558,000円）×１％【多数該当時は93,000円】
⑥標準報酬の月額83万円以上の組合員…252,600円＋（医療費－842,000円）×１％【多数該当時は140,100円】

〈所得区分〉　●低所得者Ⅰ：組合員及び全ての被扶養者の所得が一定の基準に満たない場合等
●低所得者Ⅱ：組合員が市町村民税非課税者等である場合
●現役並み所得者：療養を受ける月の標準報酬の月額が28万円以上の方
●一般：前述以外の方

法 定 給 付 欄 の １ －
（１）、（３）、（４）及
び２－（１）の場合は、
高額療養費支給後の
自己負担額に対して
療養の給付欄の算定
方法に準じて附加給
付を支給。

法 定 給 付 欄 の １ －
（２）及び２ー（２）
の場合は、高額療養
費 支 給 後 の 自 己 負
担 額 か ら50,000円

（上位所得者※また
はその被扶養者に係
るものにあっては、
100,000円）を引い
た額を附加給付とし
て支給。
た だ し、 そ の 額 が
1,000円 未 満 の 場
合 は 不 支 給。 ま た、
1,000円を超える額
の100円未満の端数
は切り捨てる。

高 額 介 護
合 算 療 養 費

1年間（毎年8月１日～翌年７月
31日）の医療保険と介護保険に
おける自己負担の合算額が著し
く高額になる場合

①対象世帯　 世帯に介護保険の受給者が存在する場合に、被保険者からの申請に基づ
き、高額療養費の算定対象となる世帯単位で、医療保険と介護保険の自
己負担額を合算した額が、自己負担限度額を超えた場合に支給する

②限 度 額　 年額67万円を基本とし、医療保険各制度や被保険者の所得・年齢区
分ごとの自己負担限度額

③費用負担　 医療保険者、介護保険者の双方が、自己負担の比率に応じて負担し合う

なし

出 産 費 出産（妊娠4カ月以上の異常分娩を含む）したとき 一子につき500,000円（産科医療補償制度対象の場合） 一子につき20,000円
埋 葬 料 組合員が死亡したとき 50,000円 50,000円

傷 病 手 当 金 病気等で休職し、報酬が支給されないとき

支給開始日の属する月以前の直近の継続した期間の標準報酬の月額が、
（１）12月以上ある場合

支給開始日の属する月以前の直近の継続した１年間の標準報酬の月額の平
均額×１／22×２／３

（２）12月未満の場合
①と②のいずれか低いほう
① 支給開始時の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬の月額の平

均額×１／22×２／３
② 前年度の９月30日での全組合員の平均標準報酬の月額（令和５年度

340,000円）×１／22×２／３

法定給付満了後、６カ月間

出 産 手 当 金 出産を理由として報酬が支給されないとき 同上 なし
休 業 手 当 金 家族の病気等で欠勤したとき 1日につき標準報酬の日額の50/100 なし

育 児 休 業
手 当 金

育児休業を取得したとき
①父母双方が取得した場合：子が１歳２カ月に達する

までの１年間（ただし、母の産後休暇を含めること
とし、給料が支給される期間は支給しない）

②父または母のいずれか一方が取得した場合：子が１
歳に達するまでの間

※①②とも、特例の場合のみ、子が最長で2歳に達す
るまで支給期間が延長される。

①育児休業取得開始から180日（土日を含む日数）に達する日まで
１日につき標準報酬の日額の67/100
上限日額14,097円

②181日（土日を含む日数）以降
１日につき標準報酬の日額の50/100
上限日額10,520円

なし

介護休業手当金 組合員の介護を必要とする家族のため
に、任命権者の承認を受け休職したとき

標準報酬の日額の67/100（上限日額15,513円） 
ただし、日数を通算して66日まで なし

災 害 見 舞 金 住居、家財に損害を受けたとき 標準報酬の月額の0.5から3カ月分 なし
弔 慰 金 組合員が非常災害で死亡したとき 標準報酬の月額 なし

（2）被扶養者に対する給付
給付の種類 要　件 法定給付（法律による給付） 附加給付（組合の自主的給付）

家 族 療 養 費 療養の給付に同じ 組合員に同じ（ただし、未就学児の場合は8割） 自己負担額から25,000円（上位所得者※の被扶養者に係るものに
あっては、50,000円）を引いた額（一部負担金払戻金と同内容）。

家族入院時食事
（生活）療養費 組合員に同じ 組合員に同じ なし

家族訪問看護療養費 組合員に同じ 組合員に同じ（ただし、未就学児の場合は8割） 家族療養費附加金に同じ
家 族 移 送 費 組合員に同じ 組合員に同じ なし
高 額 療 養 費 組合員に同じ 組合員に同じ なし
家 族 出 産 費 被扶養者が出産したとき 一子につき500,000円（産科医療補償制度対象の場合） 一子につき20,000円
家 族 埋 葬 料 被扶養者が死亡したとき 50,000円 50,000円
家 族 弔 慰 金 被扶養者が非常災害で死亡したとき 標準報酬の月額の0.7カ月分 なし
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さ
れ

ま
し
た
が
、
既
裁
定
の

公
務
上
の
障
害
年
金
・

遺
族
年
金
は
引
き
続
き

給
付
が
行
わ
れ
、
公
費

負
担
が
発
生
す
る
も
の

で
す
。

　

経
過
的
長
期
経
理
の

財
源
率
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
務
員
共
済
組
合
連

合
会
の
定
款
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

◦
退
職
等
年
金
給
付
組
合
積
立
金
の
一
部
を
預
託

　

市
町
村
連
合
会
か
ら
退
職
等
年
金
給
付
組
合
積

立
金
の
一
部
の
預
託
を
受
け
運
用
す
る
経
理
で

す
。

　

貸
付
経
理
及
び
物
資
経
理
へ
の
貸
付
を
行
う
こ

と
と
し
、
必
要
と
さ
れ
る
資
金
は
、
市
町
村
連
合

会
か
ら
融
通
さ
れ
る
も
の
で
す
。

　

資
産
の
構
成
割
合
は
、
表
７
の
と
お
り
で
す
。

◦
経
過
的
長
期
給
付
組
合
積
立
金
の
一
部
を
預
託

　

市
町
村
連
合
会
か
ら
経
過
的
長
期
給
付
組
合
積

立
金
の
一
部
の
預
託
を
受
け
運
用
す
る
経
理
で

す
。

　

経
過
的
長
期
預
託
金
管
理
経
理
に
つ
い
て
は
、

地
方
公
共
団
体
の
発
行
す
る
債
券
の
私
募
引
受
け

で
あ
る
縁
故
地
方
債
の
引
受
け
を
行
う
た
め
の
経

理
と
な
り
ま
す
。
必
要
と
さ
れ
る
資
金
に
つ
い
て

は
、
市
町
村
連
合
会
か
ら
そ
の
都
度
、
融
通
さ
れ

る
も
の
で
す
。

　

な
お
、
現
在
引
受
け
の
予
定
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◦
組
合
員
１
人
当
た
り
の
事
務
費
は

　

年
額
１
万
９
７
２
円

　

短
期
給
付
及
び
長
期
給
付
事
業
を
行
う
た
め
の

事
務
に
要
す
る
費
用
を
賄
う
経
理
で
す
。

　

短
期
、
厚
生
年
金
保
険
及
び
経
過
的
長
期
分
の

事
務
費
負
担
金
は
、
所
要
額
を
地
方
公
共
団
体
負

担
金
及
び
長
期
給
付
事
業
に
係
る
市
町
村
連
合
会

交
付
金
に
よ
り
賄
っ
て
お
り
、
組
合
員
１
人
当
た

り
の
事
務
費
は
、
年
額
１
万
９
７
２
円
と
な
り
ま

す
。

　

な
お
、
退
職
等
年
金
給
付
分
の
事
務
費
負
担
金

は
、
市
町
村
連
合
会
交
付
金
に
よ
り
賄
っ
て
お
り
、

組
合
員
１
人
当
た
り
の
事
務
費
は
、
年
額
５
２
４

円
と
な
り
ま
す
。

　

組
合
員
や
年
金
受
給
者
の
皆
さ
ま
に
係
る
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
等
の
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、
個
人
情

報
の
保
護
に
関
す
る
規
定
に
基
づ
き
適
正
な
取
扱

い
を
確
保
し
、
管
理
を
徹
底
い
た
し
ま
す
。

表４・厚生年金保険財源率

令和６年度

組 合 員
保険料率 負担金率 合　計

全組合員
91.5 91.5 183.00
1,000 1,000  1,000 

※短期組合員及び70歳以上の組合員を除く。

表６・経過的長期財源率

令和６年度

負担金率

全組合員  0.0953
  1,000 

※短期組合員を除く。

表５・退職等年金財源率

令和６年度

掛金率 負担金率 合 計

全組合員
7.5 7.5 15.0

1,000 1,000 1,000

※短期組合員を除く。

その他
1

（0.01％）

表７●資産の構成割合（単位：千円）

貸付経理へ貸付金
3,302,170
（57.96％）

物資経理へ
貸付金

2,223,257
（39.03％）

預金
171,165
（3.00％）

合計  5,696,593千円 （100％）

退
職
等
年
金
経
理

厚
生
年
金
保
険
経
理

経
過
的
長
期
経
理

経
過
的
長
期
預
託
金
管
理
経
理

業
務
経
理

退
職
等
年
金
預
託
金
管
理
経
理
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な
お
、
組
合
員
及
び
そ
の
被
扶
養
者
並
び
に
年

金
受
給
者
の
皆
さ
ま
の
ニ
ー
ズ
に
合
っ
た
共
済
制

度
に
関
す
る
情
報
提
供
の
充
実
を
図
る
た
め
、
当

誌
『
共
済
だ
よ
り
』
を
通
じ
て
、
よ
り
情
報
を
わ

か
り
や
す
く
お
伝
え
い
た
し
ま
す
。
発
行
回
数
は
、

年
７
回
（
４
月
・
６
月
・
８
月
・
10
月
・
12
月
・

１
月
・
２
月
）
と
す
る
も
の
で
す
。
ま
た
、
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
つ
い
て
は
、
共
済
制
度
に
関
す
る
情

報
提
供
の
即
時
性
、
正
確
性
を
高
め
る
と
と
も
に
、

組
合
員
等
の
視
点
に
立
っ
た
情
報
を
わ
か
り
や
す

く
提
供
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

共
済
組
合
が
主
催
す
る
各
種
会
議
に
つ
い
て

は
、
効
率
的
か
つ
安
全
に
配
慮
し
た
開
催
方
法
を

適
宜
検
討
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

業
務
運
営
に
あ
た
っ
て
は
、
よ
り
一
層
の
経
費

節
減
を
図
り
な
が
ら
業
務
の
適
正
か
つ
能
率
的
な

執
行
に
努
め
、
信
頼
さ
れ
る
事
業
展
開
を
目
指
し

て
ま
い
り
ま
す
。

◦�

保
養
所
・
会
館
・
保
健
セ
ン
タ
ー
利
用
助
成
金

の
特
別
加
算
（
２
０
０
０
円
）
を
維
持

  

組
合
員
と
そ
の
ご
家
族
の
皆
さ
ま
の
疾
病
予
防

と
健
康
の
維
持
・
増
進
に
関
す
る
事
業
を
行
う
経

理
で
す
。
第
３
期
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
に
基
づ
き
、

疾
病
予
防
の
充
実
、
健
康
増
進
及
び
余
暇
活
動
や

保
健
・
保
養
に
資
す
る
た
め
、
各
種
事
業
を
実
施

し
ま
す
。

　

特
定
健
康
診
査
等
に
お
い
て
は
、
第
４
期
特
定

健
康
診
査
等
実
施
計
画
に
基
づ
き
、
40
歳
以
上
75

歳
未
満
の
組
合
員
及
び
被
扶
養
者
の
皆
さ
ま
を
対

象
に
、
特
定
健
康
診
査
及
び
そ
の
健
診
結
果
に
基

づ
き
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
の
リ
ス
ク
に

応
じ
た
生
活
習
慣
改
善
の
支
援
・
指
導
を
行
う
特

定
保
健
指
導
を
実
施
し
ま
す
。

　

対
象
者
の
方
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
引
き
続
き

積
極
的
に
受
診
さ
れ
ま
す
と
と
も
に
、
特
定
保
健

指
導
に
該
当
さ
れ
た
場
合
に
は
必
ず
指
導
を
受

け
、
健
康
管
理
、
改
善
に
努
め
ら
れ
ま
す
よ
う
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
組
合
員
の
被
扶
養
者
（
任

意
継
続
組
合
員
を
含
む
）
に
つ
い
て
は
、
特
定
保

健
指
導
を
利
用
で
き
る
医
療
機
関
が
地
域
に
よ
っ

て
は
存
在
し
な
い
こ
と
か
ら
、
特
定
保
健
指
導
実

施
業
者
に
よ
る
個
別
訪
問
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

予
防
事
業
に
お
い
て
は
、
引
き
続
き
、
人
間
ド
ッ

ク
を
は
じ
め
各
種
健
診
事
業
に
係
る
助
成
金
の
交

付
を
行
い
、
疾
病
の
早
期
発
見
を
促
す
も
の
で
す
。

　

保
養
事
業
に
お
い
て
は
、
本
年
度
の
「
保
養
所
・

会
館
・
保
健
セ
ン
タ
ー
利
用
助
成
金
」
に
つ
い
て
、

物
価
高
騰
な
ど
の
影
響
か
ら
直
営
３
施
設
の
利
用

料
金
の
見
直
し
が
行
わ
れ
る
状
況
に
お
い
て
、
保

養
や
健
康
増
進
の
た
め
の
各
施
設
の
利
用
の
促
進

を
図
る
こ
と
を
目
的
に
、
特
別
加
算
（
２
０
０
０

円
）
を
維
持
い
た
し
ま
す
。
直
営
施
設
（
オ
ー
ク

ラ
千
葉
ホ
テ
ル
、
黒
潮
荘
、
那
須
の
森
ヴ
ィ
レ
ッ

ジ
）
を
ご
利
用
い
た
だ
く
際
の
助
成
券
適
用
者
の

範
囲
に
つ
い
て
は
、
組
合
員
、
被
扶
養
者
及
び
２

親
等
以
内
の
家
族
の
方
ま
で
に
拡
大
し
て
お
り
ま

す
の
で
、
ぜ
ひ
、
皆
さ
ま
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
各
種
施
設
（
詳
細
に
つ
い
て
は
、
本
号
折

込
み
の
冊
子
を
ご
覧
く
だ
さ
い
）
と
契
約
を
行
い

ま
し
た
。
夏
期
保
養
施
設
（
フ
ォ
レ
ス
ト
・
ヴ
ィ

ラ
：
借
上
げ
方
式
の
一
戸
建
あ
る
い
は
、
部
屋
貸

し
）
を
本
年
度
も
引
き
続
き
開
設
し
、
余
暇
活
動

の
充
実
な
ら
び
に
身
体
と
精
神
の
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ

を
目
指
し
ま
す
。

  

こ
こ
ろ
の
悩
み
に
つ
い
て
臨
床
心
理
士
等
が
電

話
ま
た
は
面
接
に
よ
り
対
応
す
る
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル

ス
相
談
室
を
開
設
す
る
ほ
か
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

セ
ミ
ナ
ー
、
在
宅
介
護
に
係
る
知
識
及
び
技
術

習
得
の
た
め
の
介
護
教
室
な
ど
を
引
き
続
き
開
催

し
、
自
立
訓
練
法
な
ど
の
セ
ル
フ
ケ
ア
体
験
を
中

心
と
し
た
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
教
室
を
引
き
続
き
オ

ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
Ｌ
Ｉ
Ｖ
Ｅ
開
催
を
し
ま
す
。
ま

た
、
ス
ポ
ー
ツ
を
通
じ
た
健
康
づ
く
り
を
目
的
と

し
た
各
種
ス
ポ
ー
ツ
教
室
に
つ
い
て
は
、
好
評
で

あ
る
親
子
ス
キ
ー
教
室
、
テ
ニ
ス
教
室
、
ゴ
ル
フ

大
会
を
引
き
続
き
開
催
し
ま
す
。

　

予
防
事
業
の
一
環
と
し
て
の
健
康
管
理
講
座
に

つ
い
て
は
、
生
活
習
慣
病
予
防
の
た
め
に
健
康
づ

く
り
及
び
健
康
維
持
管
理
に
対
す
る
意
識
を
さ
ら

に
深
め
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
引
き

続
き
開
催
し
ま
す
。

　

保
健
経
理
か
ら
他
経
理
へ
の
繰
入
れ
に
つ
き
ま

し
て
は
、
事
業
計
画
に
基
づ
き
、「
保
健
経
理
（
第

３
）・
温
浴
施
設
（
ス
パ
・
ス
カ
イ
ビ
ュ
ー
）」、「
宿

泊
経
理
・
オ
ー
ク
ラ
千
葉
ホ
テ
ル
」
に
、
一
定
の

繰
入
れ
を
行
う
も
の
で
す
。

　

今
後
も
予
防
事
業
等
の
充
実
を
図
る
た
め
、
各

種
健
診
デ
ー
タ
等
の
情
報
を
分
析
し
、
医
療
情
報

と
の
突
合
を
図
り
、
健
康
の
維
持
向
上
に
資
す
る

有
効
な
事
業
の
調
査
研
究
を
行
い
、
福
祉
事
業
全

体
の
あ
り
方
等
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
検
証
、
検

討
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

  

事
業
内
容
に
つ
い
て
は
、
表
11
の
と
お
り
で
す
。

◦�

那
須
の
森
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
で

　

心
も
身
体
も
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
～
！

  

那
須
の
森
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
（
那
須
高
原
ち
ば
保
健

セ
ン
タ
ー
）
は
、
組
合
員
と
そ
の
ご
家
族
の
皆
さ

ま
の
保
健
・
保
養
、
教
養
等
に
供
す
る
た
め
の
施

設
で
す
。

　

ご
利
用
の
皆
さ
ま
が
、
那
須
高
原
の
大
自
然
の

表10・福祉財源率

標準報酬の月額及び
標準期末手当等の額に係る率

掛金率 負担金率 合 計

一 般 組 合 員

短 期 組 合 員

特定消防組合員

特別職の職員等
の 組 合 員

2.20 2.20 4.40

1,000 1,000 1,000

※ 特定健康診査等に係る財源は、組合員１人当たり年額146
円とする。 

表9・事務費負担金（退職等年金給付分）
区　　分 令和６年度

事務費 (連合会交付金) 524円

区　　分 令和６年度

事務費（A＋B＋C)  10,972円

内　

訳

地方公共団体負担金（総額） 9,504円

地方公共団体負担金
のうち短期分 （A） 4,632円

連合会交付金 （B） 3,517円

その他 （C） 2,823円

表8・事務費負担金の内訳（短期、厚生年金及び経過的長期分）

保
健
経
理

保
健
経
理
（
第
２
）
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表11・保健事業の内容
事業の種類 事　業　内　容

予
防
事
業

短 期 人 間 ド ッ ク
◦ １日ドック（日帰り）及び通院２日・１泊２日の各コースの受検者については契約料金の70%を組合負担（受

検者30％負担）。ただし、組合負担は33,000円を限度とする。
◦ 組合員・被扶養者の利用日における年齢が満35歳以上。

脳 ド ッ ク

◦ＭＲＩとＭＲＡによる受検者については21,000円を組合負担。
◦ＭＲＩによる受検者については12,700円を組合負担。
◦ＣＴスキャンによる受検者については7,200円を組合負担。
◦組合員・被扶養者の利用日における年齢が満35歳以上。ただし、隔年度１回を限度とする。

Ｐ Ｅ Ｔ ド ッ ク
◦ＰＥＴ検査の受検者については契約料金の50％を組合負担（受検者50％負担）。
　ただし、組合負担は60,000円を限度とする。
◦組合員・被扶養者の利用日における年齢が満35歳以上。

特 定 健 康 診 査 補 助 事 業 共済組合が定めた限度額の範囲内における費用を組合負担（組合員・被扶養者で受検年度内に40歳以上）

歯 科 口 腔 健 康 診 査 実施年度内に25歳以上10歳刻みの年齢に達する組合員に対し受診券を交付し、共済組合が契約した医療機関で
受診する。費用の全額を組合が負担する。

婦 人 科 検 診 助 成 金 子宮ガン・乳ガンの検査を受けたとき、各々6,600円まで（保険診療を除く）を組合負担。人間ドックのオプショ
ン検査も対象。組合員・被扶養者の受検日における年齢が満35歳以上。　

大 腸 内 視 鏡 検 査 助 成 金 大腸内視鏡検査を受けたとき、料金の50％（保険診療を除く）を組合負担。ただし、組合負担は12,000円を限
度とする。人間ドックのオプション検査も対象。組合員・被扶養者の受検日における年齢が満35歳以上。

体
育
事
業

地 区 競 技 大 会 助 成 金 組合員１人当たり510円

スポーツ
教　　室

ゴ ル フ 大 会 費用の一部を組合負担　　参加者負担金 8,000円

ス キ ー 教 室 費用の一部を組合負担

テ ニ ス 教 室 費用の一部を組合負担　　参加者負担金 9,000円

保
養
事
業

保 養 所・ 会 館・ 保 健 セ ン タ ー
利 用 助 成 金

◦ 特別加算を行うため、１人１泊につき黒潮荘及び那須の森ヴィレッジは6,500円、オークラ千葉ホテルは6,000
円。ただし、黒潮荘・那須の森ヴィレッジの宿泊者のうち、素泊り及び１泊朝食付の者及びキャンプサイト１
サイト１泊につき2,500円、ゴルフパック利用者は、6,700円。適用範囲は、組合員及び被扶養者もしくは被
扶養者でない配偶者並びに２親等以内の親族とする。

◦ 貸切バス利用助成金として、組合員・被扶養者（被扶養者でない子も含む）がオークラ千葉ホテルを冠婚葬
祭で使用した場合、契約料金の90％（２日以上にわたり利用した場合は、契約料金を利用日数で除した額の
90％)。ただし、120,000円を限度とする。黒潮荘・那須の森ヴィレッジを宿泊、会議等のため組合員・被扶
養者が利用したときは、契約料金の50％（２日以上にわたり使用した場合は、契約料金を利用日数で除した額
の50％）。ただし、当該金額が50,000円を超えるときは50,000円を限度とする。

契 約 施 設 利 用 助 成 金 組合員・被扶養者が契約施設に宿泊のとき、１人１泊につき2,500円

遊 園 施 設 利 用 助 成 金 組合員・被扶養者が契約遊園施設を利用のとき、１人１回につき1,000円を限度

フ ォ レ ス ト・ ヴ ィ ラ 費用の一部を組合負担

講
座

健 康 管 理 講 座
費用の全額を組合負担 （ RIZAP健康セミナー、ライフスタイル改善術、女性のための健康づくり、知ってなるほ

ど健康づくり、血糖値編)
費用の一部を組合負担 (トレッキング教室、アウトドアキャンプ教室）参加者負担金 9,000円

介 護 教 室 費用の全額を組合負担

メ ン タ ル ヘ ル ス セ ミ ナ ー 費用の全額を組合負担

メ ン タ ル ヘ ル ス 教 室 費用の全額を組合負担　

そ
の
他

妊 婦 保 健 助 成 金 １件につき5,000円（組合員・被扶養者）

療 養 助 成 金 組合員・被扶養者が人工透析のため通院したとき１カ月9,000円

補 装 具 代 組合員・被扶養者が所得等に応じて自己負担した額の全額を組合負担

災 害 り 災 者 見 舞 品 組合員１件につき30,000円

法 律 ・ 税 務 相 談 室 費用の全額を組合負担

メ ン タ ル ヘ ル ス 相 談 室 費用の全額を組合負担（電話、面談、WEB及びEメール）

保養所・会館・保健センター会議室借上 費用の50％を補助（６時間を限度）

令和６年度のスケジュールは、今月号に掲載しております。
※各教室、各講座、フォレスト・ヴィラの詳細は、『共済だより』で別途（一部今月号に掲載）ご案内します。
※法律・税務相談室、メンタルヘルス相談室は、毎号の『共済だより』でご案内します。

中
で
ゆ
っ
く
り
と
お
く
つ
ろ
ぎ
い
た
だ
け
ま
す
よ

う
、
防
災
体
制
、
衛
生
管
理
に
十
分
留
意
し
、
運

営
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

本
年
度
か
ら
飲
食
材
料
費
を
中
心
と
し
た
物
価

の
高
騰
や
サ
ー
ビ
ス
水
準
を
維
持
す
る
た
め
の
人

件
費
等
の
上
昇
か
ら
、
宿
泊
料
と
食
事
料
の
料
金

改
定
（
引
き
上
げ
）
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

今
後
も
更
な
る
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
努
め
て
ま
い

り
ま
す
の
で
、
ご
理
解
を
賜
り
ま
す
よ
う
よ
ろ
し

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

ま
た
、
本
年
度
も
、
平
日
（
日
～
木
曜
日
泊
）

連
泊
者
に「
キ
ャ
ン
プ
場
」と「
多
目
的
運
動
場（
２

時
間
※
混
雑
時
は
１
時
間
）」
の
無
料
開
放
サ
ー

ビ
ス
や
黒
潮
荘
と
の
合
同
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実
施

す
る
ほ
か
、
那
須
の
森
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
限
定
の
割
引

な
ど
の
お
得
な
特
典
を
ご
用
意
し
て
お
り
ま
す
。

　

好
評
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
料
理
プ
ラ
ン
に
つ

い
て
は
、
引
き
続
き
、
厳
選
し
た
地
産
の
食
材
を

使
用
し
、
施
設
の
特
色
を
活
か
し
た
料
理
プ
ラ
ン

を
ご
提
供
し
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
変
わ
ら
ぬ
ご

愛
顧
の
程
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

那
須
の
森
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
の
本

年
度
の
開
設
期
間
は
、
４
月
５

日
（
金
）
か
ら
11
月
25
日
（
月
）

ま
で
、
キ
ャ
ン
プ
場
に
つ
い
て

は
、
４
月
27
日
（
土
）
か
ら
９

月
30
日
（
月
）
ま
で
と
な
っ
て

お
り
ま
す
。
電
話
に
よ
る
予
約

受
付
の
ほ
か
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
も
ご
予
約

い
た
だ
け
ま
す
。 

　

本
年
度
も
皆
さ
ま
の
ご
利
用
を
心
よ
り
お
待
ち

申
し
上
げ
ま
す
。

　
（
36
～
37
頁
で
ご
案
内
し
て
お
り
ま
す
の
で
、

併
せ
て
ご
覧
く
だ
さ
い
。）
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◦
ス
パ
・
ス
カ
イ
ビ
ュ
ー
で
や
す
ら
ぎ
の
ひ
と
と
き
を

　
「
オ
ー
ク
ラ
千
葉
ホ
テ
ル
」
最
上
階(

10
階)

の

保
健
施
設
で
あ
る
温
浴
施
設
（
ス
パ
・
ス
カ
イ

ビ
ュ
ー
）
は
、
組
合
員
と
そ
の
ご
家
族
の
皆
さ
ま

の
健
康
増
進
や
疲
労
回
復
の
施
設
で
す
。

  

本
年
度
か
ら
光
熱
給
水
費
や
消
耗
品
の
物
価
高

騰
、
人
件
費
等
の
上
昇
か
ら
、
宿
泊
を
伴
わ
な
い

場
合
の
利
用
料
金
の
改
定
（
引
き
上
げ
）
を
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。
今
後
も
皆
さ
ま
に
安
心
し
て
ご
利

用
、
ま
た
、
や
す
ら
ぎ
の
ひ
と
と
き
を
過
ご
し
て
い

た
だ
け
ま
す
よ
う
、
引
き
続
き
、
衛
生
面
・
安
全
管

理
面
に
十
分
配
慮
し
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
ご
理
解

を
賜
り
ま
す
よ
う
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

  

皆
さ
ま
の
リ
ラ
ク
ゼ
ー
シ
ョ
ン
ス
ペ
ー
ス
と
し

て
、
心
身
の
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
等
に
幅
広
く
ご
活
用

く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
利
用
料
金
等
に
つ
い
て
は
、
表
12
の
と

お
り
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

◦
こ
れ
か
ら
も
、

　

皆
さ
ま
に
寄
り
添
う
安
心
・
安
全
な
施
設
へ

〈
オ
ー
ク
ラ
千
葉
ホ
テ
ル
〉

　

組
合
員
の
皆
さ
ま
に
は
、
日
頃
か
ら
ご
愛
顧
賜

り
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
本
年
度
も
組
合

員
限
定
の
１
泊
朝
食
付
き
宿
泊
プ
ラ
ン
や
、
季
節

に
応
じ
た
レ
ス
ト
ラ
ン
イ
ベ
ン
ト
、
挙
式
時
に
ご
利

用
い
た
だ
け
る
流
行
の
新
作
を
始
め
と
し
た
多
種

多
様
な
ド
レ
ス
等
を
ご
用
意
し
、
組
合
員
と
そ
の

ご
家
族
の
皆
さ
ま
の
た
め
の
福
利
厚
生
施
設
と
し

て
、
安
心
・
安
全
を
第
一
に
、
快
適
な
空
間
、
美

味
し
い
料
理
、
お
も
て
な
し
を
提
供
し
、
皆
さ
ま

に
寄
り
添
う
施
設
運
営
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
の

で
、
皆
さ
ま
の
ご
来
館
を
心
よ
り
お
待
ち
申
し
上

げ
ま
す
（
38
～
40
頁
で
ご
案
内
し
て
お
り
ま
す
の

で
、
併
せ
て
ご
覧
く
だ
さ
い
）。

◦
癒
し
・
寛
ぎ
の
時
間
を
提
供
す
る

　

安
心
・
安
全
な
施
設
と
し
て

〈
黒
潮
荘
〉

　

組
合
員
と
そ
の
ご
家
族
の
皆
さ
ま
の
癒
し
・
寛

ぎ
の
時
間
を
提
供
す
る
施
設
と
し
て
、
安
心
・
安

全
を
第
一
と
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
努
め
て
ま
い

り
ま
す
。

　

ま
た
、
様
々
な
シ
ー
ン
に
ご
利
用
い
た
だ
け
る

よ
う
、
個
別
の
要
望
に
即
し
た
ご
案
内
を
い
た
し

ま
す
ほ
か
、
那
須
の
森
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
と
の
合
同
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
を
実
施
い
た
し
ま
す
。

　

食
事
に
つ
い
て
は
、
南
房
総
鴨
川
な
ら
で
は
の

豊
富
な
海
の
幸
を
使
用
し
、
特
色
を
生
か
し
た
メ

ニ
ュ
ー
の
提
供
に
努
め
、
昨
年
度
好
評
を
い
た
だ

き
ま
し
た
特
別
プ
ラ
ン
に
つ
き
ま
し
て
も
、
よ
り

魅
力
的
な
メ
ニ
ュ
ー
を
ご
提
供
い
た
し
ま
す
。

　

な
お
、
今
年
度
も
、
皆
さ
ま
に
安
心
・
安
全
の

ご
提
供
、
ま
た
、
快
適
に
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す

よ
う
、
計
48
日
の
休
館
日
（
保
守
点
検
日
）
を
設

け
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
ご
利
用
予
定
日
に
不
都
合

が
生
じ
な
い
よ
う
年
度
を
通
し
て
、『
共
済
だ
よ
り
』

や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
お
知
ら
せ
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
（
２
～
３
頁
で
ご
案
内
し
て
お
り
ま
す
の
で
、

併
せ
て
ご
覧
く
だ
さ
い
）。

　

な
お
、
本
年
度
か
ら
飲
食
材
料
費
を
中
心
と
し

た
物
価
の
高
騰
や
サ
ー
ビ
ス
水
準
を
維
持
す
る
た

め
の
人
件
費
等
の
上
昇
か
ら
、
オ
ー
ク
ラ
千
葉
ホ

テ
ル
に
つ
い
て
は
宿
泊
料
の
一
部
及
び
会
議
室
料
の

一
部
を
、
黒
潮
荘
に
つ
い
て
は
宿
泊
料
と
食
事
料

の
料
金
改
定（
引
上
げ
）を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

今
後
も
更
な
る
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
努
め
て
ま
い

り
ま
す
の
で
、
ご
理
解
を
賜
り
ま
す
よ
う
よ
ろ
し

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

◦
支
払
利
率
１
・
９
％
に
据
置
き

　

組
合
員
の
皆
さ
ま
の
生
活
設
計
に
お
役
立
て
い

た
だ
く
た
め
、
給
与
天
引
き
に
よ
る
貯
金
を
扱
う

経
理
で
す
。

　

共
済
貯
金
は
、
お
預
か
り
し
て
お
り
ま
す
資
金

に
損
失
が
発
生
し
な
い
よ
う
安
全
性
を
重
視
し
、

併
せ
て
効
率
的
に
運
用
し
て
い
る
も
の
で
す
。

　

資
金
運
用
の
環
境
は
依
然
と
し
て
大
変
厳
し
い

も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
支
払
利
率
に
つ
い
て

は
令
和
６
年
度
も
年
利
１
・
９
％
に
据
え
置
く
こ

と
と
い
た
し
ま
し
た
（
払
戻
日
等
に
つ
い
て
は
、

当
誌
32
頁
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
）。

　

た
だ
し
、
支
払
利
率
は
、
今
後
の
金
利
状
況
等

に
よ
り
変
更
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
あ

ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　

皆
さ
ま
か
ら
お
預
か
り
し
て
い
る
資
金
は
、
有

価
証
券
等
の
購
入
に
よ
り
安
全
か
つ
効
率
的
に
運

用
し
、
そ
の
運
用
益
の
還
元
に
努
め
て
ま
い
り
ま

す
。
共
済
組
合
で
は
株
式
の
購
入
は
で
き
ま
せ
ん

の
で
、
資
産
の
構
成
割
合
に
つ
い
て
は
98
％
程
度

を
有
価
証
券
で
保
有
し
、
そ
れ
以
外
の
資
産
に
つ

い
て
は
普
通
預
金
等
の
流
動
資
産
と
な
っ
て
い
る

も
の
で
す
。

　

貯
金
経
理
で
は
、
欠
損
金
補
て
ん
積
立
金
と
し

て
組
合
員
貯
金
総
額
の
５
％
以
上
を
積
み
立
て
る

こ
と
が
法
令
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

当
組
合
で
は
、
組
合
員
貯
金
総
額
の
５
％
に
当

た
る
１
９
７
億
６
３
８
３
万
円
を
欠
損
金
補
て
ん

積
立
金
と
し
て
積
み
立
て
、
欠
損
金
補
て
ん
積
立

金
以
外
に
積
立
金
と
し
て
４
２
４
億
１
８
５
３
万

円
を
積
み
立
て
る
こ
と
に
よ
り
、
積
立
金
の
合
計

は
、
令
和
６
年
度
末
組
合
員
貯
金
総
額
の
15
・
７

３
％
で
あ
る
約
６
２
１
億
８
２
３
６
万
円
と
な
る

見
込
み
で
す
。

　

令
和
６
年
度
も
引
き
続
き
安
全
性
を
重
視
し
て

資
金
運
用
を
行
い
、
ご
利
用
の
組
合
員
の
皆
さ
ま

に
共
済
貯
金
を
よ
り
ご
理
解
い
た
だ
く
た
め
、
当

誌
『
共
済
だ
よ
り
』
等
を
通
し
て
適
切
な
情
報
の

提
供
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

表12・
①利用料金（消費税を含む）

利用者の区分 利用形態 利用料金
組合員及びその家族

（年金受給者及び定年によ
り組合員資格を喪失した者
並びにその家族を含む）

宿泊を伴う場合 無　料

宿泊を伴わない場合 1人
500円

オークラクラブ会員
（上記組合員及びその
家族を除く）

宿泊を伴う場合 無　料

宿泊を伴わない場合 1人
800円

上記以外の者
宿泊を伴う場合 1人

500円

宿泊を伴わない場合 1人
2,200円

②営業期間…年中無休
③営業時間…午後３時から午後11時まで

◦
貸
付
利
率
は
現
行
ど
お
り

　

１
・
２
６
％
に
据
置
き

　

貸
付
経
理
は
組
合
員
の
皆
さ
ま
の
生
活
向
上
を

目
的
と
し
、
臨
時
の
支
出
、
住
宅
購
入
、
修
学
費

用
等
に
係
る
資
金
の
貸
付
を
行
う
経
理
で
す
。

保
健
経
理
（
第
３
）

宿
泊
経
理

貯
金
経
理

貸
付
経
理
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貸
付
金
の
限
度
額

1 普通貸付 給料月額の6月分（最高200万円）

2 住宅貸付・災害住宅貸付 給料月額に組合員期間に応じた月数（注１）を乗じた額（最高1,800万円）

3 災害家財貸付 給料月額の6月分（最高200万円）

4 災害再貸付 給料月額に組合員期間に応じた月数（注１）を乗じた額（最高1,900万円）

5 在宅介護対応住宅貸付 （最高300万円）住宅貸付及び災害貸付の限度額に加算可能

6 医療貸付 給料月額の6月分（最高100万円）

7 入学貸付 給料月額の6月分（最高200万円）

8 修学貸付 修学年限1年につき180万円

9 結婚貸付 給料月額の6月分（最高200万円）

� 葬祭貸付 給料月額の6月分（最高200万円）

� 高額医療貸付 高額療養費相当額

� 出産貸付 出産費、家族出産費相当額

（注１）組合員期間に応じた月数

１年以上６年未満･･･････ ７月 11年以上16年未満 ･････22月 20年以上25年未満 ･････43月 30年以上 ･･････････････69月

６年以上11年未満 ･･････15月 16年以上20年未満 ･････28月 25年以上30年未満 ･････60月

貸
付
の
限
度
額
の
特
例

１ 住宅貸付・災害住宅貸付 ２ 災害再貸付
(1) 組合員期間  １年以上 ３年未満 ･････････ 100万円 (1) 組合員期間  資格取得日から３年未満 ･････150万円

（災害住宅貸付は、資格取得日から３年未満） (2) 組合員期間  ３年以上 ７年未満 ･･････････450万円
(2) 組合員期間  ３年以上 ７年未満 ･････････ 400万円 (3) 組合員期間  ７年以上12年未満 ･･････････750万円
(3) 組合員期間  ７年以上12年未満 ･････････ 700万円 (4) 組合員期間 12年以上17年未満 ･･････････950万円
(4) 組合員期間 12年以上17年未満 ･････････ 900万円 (5) 組合員期間 17年以上 ･････････････････1,150万円
(5) 組合員期間 17年以上 ････････････････ 1,100万円

表14・物資事業

販 売 種 類
店頭販売（当組合指定の特約店。詳しくは、
ホームページにてご確認ください）

取 扱 品 目 自動車

購入限度額
最大300万円

（購入金額は10万円以上1万円単位）

償 還 回 数
最大120回

（利用金額に応じて最大償還回数が変わります）
※ボーナス時増額償還可

手 数 料 率
年利1.39%

（うち0.06%は保証保険の一部負担金）

◦
自
動
車
物
資
手
数
料
率
１
・
３
９
％
に
据
置
き

　

組
合
員
の
皆
さ
ま
の
自
動
車
購
入
資
金
と
し
て
、

貸
付
け
を
行
う
経
理
で
す
。
当
組
合
指
定
の
特
約

店
で
購
入
い
た
だ
け
ま
す
。

　

な
お
、
自
動
車
物
資
手
数
料
率
は
本
年
度
も
昨

年
度
据
え
置
き
の
１
・
３
９
％
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
手
数
料
率
の
中
か
ら
自
動
車
物
資
の
保

証
保
険
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
ご
負
担
（
負
担

率
０
・
０
６
％
）
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
の
で
、

引
き
続
き
ご
理
解
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

表13・貸付事業
区
分 種　類 利率（年利） 　 　 償 還 期 間　　　 〔　〕は、据置期間

貸
付
金
の
種
類

1 普通貸付 1.26% 6月～120月以内〔3月以内〕

2 住宅貸付 1.26%
50月～360月以内〔3月以内〕

※東日本大震災による特例住宅貸付〔60月以内〕の利率は、年利0.64%とする。
また、据置期間に係る利率も同様とする。

3 災害貸付 (1) 災害家財貸付 0.93% 24月～120月以内〔12月以内〕

(2) 災害住宅貸付 0.93% 54月～360月以内〔12月以内〕

(3) 災害再貸付 0.93% 54月～360月以内〔12月以内〕

※ 激甚災害により住宅が減失した場合〔36月以内〕の据置期間に係る利率は、
年利0.72%とする。

※ 東日本大震災による特例災害貸付〔60月以内〕の利率は、年利0.63%とする。
また、据置期間に係る利率は、年利0.30%とする。

4 在宅介護対応住宅貸付 1.00% 50月～320月以内〔災害貸付との併用のみ12月以内〕

5 特別貸付 (1) 医療貸付 1.26% 30月～120月以内〔24月以内〕

(2) 入学貸付 1.26% 30月～120月以内〔72月以内〕

(3) 修学貸付 1.26% 45月～150月以内〔72月以内〕

(4) 結婚貸付 1.26% 30月～120月以内

(5) 葬祭貸付 1.26% 30月～120月以内

6 高額医療貸付 無利息 高額療養費が支給されるまで

7 出産貸付 無利息 出産費等が支給されるまで

㊟利率（年利）は、地方公務員共済組合連合会が定款で定める基準利率が1.0%以下で推移した場合の利率（年利）である。

物
資
経
理

　

今
後
も
引
き
続
き
、
組
合
員
が
利
用
し
や
す
い

事
業
と
な
る
よ
う
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　

な
お
、
貸
付
の
種
類
、
限
度
額
及
び
償
還
方
法

等
に
つ
い
て
は
表
13
の
と
お
り
で
す
。
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お問い合わせ先�

　

　福祉課福祉係（直通）　TEL 043（248）1113

「だんしん」からの保険金
（貸付金残高相当額）

だんしん事業のご案内
「だんしん」に加入すると、返済中に借受人に万一のことがあった場合に、保険金で貸付金残高が返済されます。
あわせて「債務返済支援保険」に加入すると、病気やケガで長期休職となった場合に、貸付金の返済金相当額（平均返済月額）が
保険金として支払われます。

「だんしん」と「債務返済支援保険」にあわせて加入すると、万一の場合だけでなく、長期間
就業障害となった場合にも安心です。

万一の場合

病気やケガで長期休職と
なられても…

万一、死亡・所定の高度障害
状態となられても…

「債務返済支援保険」の保険金で返済金相当額
（平均返済月額）が補償されます

「だんしん」の保険金で貸付金残高が返済
されます

Point

制度の位置付け

貸付金残高

制度内容等詳細についてはパンフレットをご一読ください。

保障額

補償額

＜死亡・所定の高度障害状態＞
保険金1,000万円（貸付金残高相当額）を

共済組合にお支払いすることで
貸付金残高が返済されます。

貸付金残高
（債務）

「だんしん」
（団体信用生命保険）

貸付金残高 特約保証料

保険金額（貸付金残高相当額）
（10万円につき  月額15円） ※特約保証料は見直されることがあります。

1,000万円の場合   月額　1,500 円

返済金額

債務返済
支援保険

返 済 金 相 当 額
（平均返済月額）

＜所定の就業障害の場合＞
1カ月あたり保険金60,000 円（返済
金相当額）を30日の免責期間を経過した日
から3年を限度に就業障害が終了するまで
お支払いします。

※保険料は毎年見直しを行うことから、
変更されることがあります。

毎 月 償 還 40,000円
ボーナス償還120,000円
平均返済月額 60,000円＝｛（40,000円×12）＋（120,000円×2）｝÷12

の場合

保険料

60,000円の場合

〈計算例〉

共済組合から貸付けを受ける方へ

保険金額（返済金相当額）
（1万円につき  月額60円）

  月額　360 円

MY－A－20－LF－001344　MYG－A－19－LF－827

例

例

※送金は原則、申込月の翌月28日となりますので余裕をもってお申し込みください。
※会計年度任用職員等の任期の定めがある組合員の方については、利用に制限がありますので、ご留意ください。

①低利率　普通貸付等年利1.26％（令和６年４月１日現在）
　民間カードローン等と比較し低利率な上、少額の借入でも貸付利率は変わりません。
※利率等の詳細については14頁の表13をご参照ください。また、償還表は、ホームページに掲載されておりますのでご覧ください。

②手数料不要
　共済組合の貸付事業は福祉事業の一環として行っていますので、保証料、貸付実行手数料、繰上返済手数料等につい
ていただいておりません。
※団体信用生命保険等（任意加入）については保険料が必要となりますので、下記をご参照ください。

③担保不要
　償還については給与控除にて毎月返還いただき、退職時に未償還金が残存している場合は退職金から控除し返済いた
だくこととなっているため、抵当権や連帯保証人の設定等は不要です。

貸付制度をご活用ください

共済組合の貸付制度のメリット
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　共済組合は組合員の皆さまの生活の安定を目的とし、臨時の支出、住宅購入、修学費用等に係る資金の貸付けを低利率にて行っ
ておりますのでご活用ください。
　なお、貸付金送金日以前に支払期限が到来している、または支払済みの費用については貸付対象とはなりませんので、事前に
締切日や詳細等をご確認のうえ、お勤め先の共済事務担当課を通して当組合へ申し込みくださるようお願いします。
　また、貸付けの申し込み時において、新規貸付、既に借入れている貸付、当組合物資事業及び他の金融
機関等からの借入金に対する毎月の償還額の合計が基本給の30％を超える場合、または償還年額が年収

（基本給×16）の30％を超えるとき等、貸付けができない場合がありますので予めご了承ください。



日本日本のの公的年金制度公的年金制度ののしくみしくみ

年金課　　　 （直通）　 TEL 043（248）1117 日本年金機構
街角の年金相談センター短期組合員

例

厚生年金

国民年金（基礎年金）

20歳以上60歳未満
の農業者、自営業者、
学生、無職の人など

第１号被保険者 第３号被保険者
会社員・公務員など

第２号被保険者

２
階
部
分

１
階
部
分

第２号被保険者の被扶
養者配偶者で20歳以
上60歳未満の人

　国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべ

ての人が加入し、厚生年金は、組合員など公務員・会

社員など厚生年金保険の適用事業所に勤めている70

歳未満の人が加入することとなります。

　また、パート・アルバイト等でも事業所と常用的使

用関係にある場合には、厚生年金に加入します（短期

組合員）。

　厚生年金の被保険者種別として、組合員（短期組合

員を除く）は、第３号厚生年金被保険者となり、短期

組合員は、第１号厚生年金被保険者となります。

共済組合の組合員の年金制度は？

　日本の公的年金は、国民年金と厚生年金の２階建てです。共済組合の組合員はこの２つ

に加入して給付も２階建てなので、国民年金だけの自営業者や専業主婦（夫）より手厚い

給付です。

　老齢基礎年金（国民年金）は、保険料納付済み期間と保険料免除期間等を合算した受給資格期間が10年以上あ

る人に、原則65歳から支給されます。老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格がある人が1カ月以上厚生年金に

加入した場合に支給されます。老齢基礎年金は加入期間に応じた給付となり、老齢厚生年金は加入期間と報酬（保

険料）に応じた給付となります。
※�組合員（短期組合員を除く）には、公的年金とは別に退職等年金給付の制度があります。これは公的年金ではなく、共済組合独自の年金
制度です。

老齢年金の支給要件と受給額

　厚生年金保険料は、毎月の給与（標準報酬月額）と賞与（標準賞与額）に保険料率（18.3％）をかけて計算し、

被保険者と事業主が半分ずつ負担します。厚生年金の保険料のなかには、国民年金の保険料も含まれています。

　標準報酬月額とは、被保険者が受け取る給与（基本給のほか残業手当や通勤手当などを含めた税引き前の給与）

を一定の幅で区分した標準報酬等級表に当てはめて決定したものであり、保険料や年金額の計算に用います。

保険料の種類 保険料額の計算方法 　保険料（給与26万円・賞与50万円の場合）

毎月の保険料額 標準報酬月額 × 保険料率 260,000円×18.3％＝47,580円（本人負担分は23,790円）

賞与の保険料額 標準賞与額 × 保険料率 500,000円×18.3％＝91,500円（本人負担分は45,750円）

厚生年金保険料はいくらになる？

◦公的年金制度の種類と加入する制度
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自分の年金は、
いくらくらい

貯まってるのかなぁ

今の高齢者の年金は、
現役世代の年金保険料
によって支えられて
　いるのよ

社会的な仕送り制度なの。
世代間で扶養する仕組みだけど、
一定の積立金も保有しているのよ

厚生年金保険料は
どれくらい払ってる
のかなぁ ...

えっ、
自分の年金用に
貯めておくんじゃ
ないんだ

お問い合わせ先 年金係
審査係年金課　　　 （直通）　 TEL 043（248）1117組合員

（短期組合員を除く）

公務員共済期間（短期組合員期間を除く）に係るこれ
までの年金記録や、将来受け取る年金の見込額（※）
などご自身の年金に関する情報を確認できるサービス

※�年金見込額は、確認時点の就業状態、給与額、賞与額等をベース
に年金受給額等を試算しているため、実際の金額とは異なります。

◦ねんきん定期便・公的年金シミュレーター
日本年金機構から年1回郵送されてくる「ねんきん定
期便」を確認するか、厚生労働省の「公的年金シミュ
レーター」で試算することができます（ねんきん定期
便をご用意ください）。

　　　https://nenkin-shisan.mhlw.go.jp/

❶地共済年金情報Webサイトにアクセス
　　　　https://www.chikyosai-nenkin-web.jp/

❷基礎年金番号など必須項目を記入して申込み
　登録したパスワードは必ず控えておいてください。

❸ユーザーIDを受領する
　ユーザーID通知書の到着までには２～３週間かか
ります。

❹ユーザーIDとパスワードを入力してログイン

◦�地共済年金情報Webサイト

◦�ご利用までの４ステップ

　年金額の見込額などは、次の方法でおおよその金額

を確認することができます。

年金額を確認するには？

組合員（短期組合員を除く）

短期組合員

URL

URL

地共済年金情報Webサイト

公的年金シミュレーター
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発行機関所在地　千葉県千葉市中央区中央港 1 丁目 13 番 3 号　

保 険 者 番 号　32120412
名　　　　　称　

千葉県市町村職員共済組合
組 合 員 被 扶 養 者 証

家族
（被扶養者）

令和○年○月○日交付

記号　○ ○ ○

性別　男氏　　　　名　　共済　次郎
組 合 員 氏 名　共済　太郎

生 年 月 日　令和  ○年○月○日

認 定 年 月 日　令和  ○年○月○日

発行番号
1234568

番号　　○○○○○ 枝番（○○）

▼組合員被扶養者証（表面）

⓮

⓭

家
族
用

【注意】�裏面の住所等は、組合員（被扶養者）の皆さま
に記入していただくこととなります。
なお、その他の部分を加筆・訂正等することは
不正使用となりますので、絶対に加筆・訂正等
を行わないでください。

お問い合わせ先 

　

 保健課資格係　  （直通）　TEL 043（248）1116

⓭�組合員氏名
※ 「組合員被扶養者証」及び「任意

継続組合員被扶養者証」のみ
　組合員の氏名を表示しています。

⓮�認定年月日
※ 「組合員被扶養者証」及び「任意継

続組合員被扶養者証」のみ
　被扶養者に認定された年月日が記
載されます。この日以降、被扶養者
資格が取消となった日の前日まで使
用できます。ただし、組合員または
被扶養者が75歳の誕生日を迎えます
と短期給付適用外となりますので、
その日以降は使用できません。

※�その他の記載事項については、組合員証の説
明と同様です。
※�「任意継続組合員被扶養者証」については、
認定年月日欄と発行機関所在地欄の間に「有
効期限」を表示しております。
ただし、任意継続組合員から任意継続掛金の
納入がない場合は、この年月日にかかわらず
取消となり、使用できなくなります。

　組合員証等に関する各種届出は、必ず勤務先の共済事務担当課を通して行ってください。

※任意継続組合員は、共済組合に直接届出をしてください。

組合員証・被扶養者証（保険証）組合員証・被扶養者証（保険証）についてについて

本
人
用

発行機関所在地　千葉県千葉市中央区中央港 1 丁目 13 番 3 号　

保 険 者 番 号　32120412
名　　　　　称　

千葉県市町村職員共済組合
組 合 員 証

本 人
（組合員）

令和○年○月○日交付

記号　○ ○ ○ 番号　　○○○○○

性別　男氏　　　　　名　　共済　太郎
生 年 月 日　平成 ○年○月○日

資格取得年月日　令和  ○年○月○日

発行番号
1234567

枝番（○○）

▼組合員証（表面）

❼
❽

❿
⓫

❹ ❷

❻

❾

⓬

❺

❶
❸

　組合員証等は、保険医療機関等で提示することによって、

保険診療を受ける資格があるかどうかを確認するためのも

ので、「資格があることの証明書」です。

　最近、保険医療機関等から組合員証等が提示されなかった

ことによる資格確認等の電話照会が頻繁に行われております。

　共済組合では、組合員の皆さまのプライバシー保護の観

点から、この種の電話照会には慎重に対応いたしますが、

医療費返還等のトラブル防止のためにも保険医療機関等で

受診する際は、必ず組合員証等を持参し提示してください。

　また、継続して治療する場合も、月が変わった場合や月

の途中で再診等の受診をする際は、必ず組合員証等を提示

してください。

1 組合員証等の記載事項について

2 組合員証等に関する各種届出

3 保険医療機関等で受診する際は、必ず組合員証等をご持参ください

　今月は、組合員（任意継続組合員）やその被扶養者の皆さまが、病気・けが等により、保険医療機関等
にかかる際にお使いになる、組合員証等（※）についてご説明します。
　なお、任意継続組合員の方は、任意継続組合員の資格取得時にお渡ししました「任意継続組合員制度の
てびき」も併せてご覧ください。

（※）  この記事において「組合員証等」とは、組合員証、組合員被扶養者証、任意継続組合員証、任意継続組合員被扶養者証をいいます。
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お問い合わせ先 

　

 保健課資格係　  （直通）　TEL 043（248）1116

組合員証・被扶養者証（保険証）組合員証・被扶養者証（保険証）についてについて

　所属所の異動等により、記号・番号が変わったときも保険

医療機関等へ必ず提示し、変わったことを申し出てください。

　その他、組合員証等の記載等に関するお問い合わせは、

勤務先の共済事務担当課、または共済組合保健課資格係ま

でお願いします。

　なお、診療内容については、共済組合ではお応えできま

せんので、保険医療機関等にお尋ねください。

　現行のカードの健康保険証は、マイナンバーカードと健康保

険証が一体となった「マイナ保険証」への移行に伴い、令和

６年12月２日に発行が終了します。

　12月２日以後も経過措置として、最長１年間は既発行の組

合員証等は有効となる見込みですが、紛失や氏名変更等によ

る再発行は行われないこととなります。

　健康保険証の廃止後は、マイナンバーカードの健康保険証

利用が保険医療機関等の窓口での資格確認方法の中心となり

ますので、未登録の方はぜひマイナポータルサイト等から利用

申し込みをお願いします（氏名変更や被扶養者の認定・喪失等

といった各申告手続をされ

た後、最新の資格情報が

反映されるまでにタイムラ

グがあります。また、個人

番号に変更があった際は、

勤務先の共済事務担当課

へお申し出ください）。

❶ 組合員証等の名称
　組合員証等については、ほぼ同じ様式となっていま
すので、この部分に証の名称（「組合員証」・「組合員
被扶養者証」・「任意継続組合員証」・「任意継続組合員
被扶養者証」）を記載しています。
　なお、組合員・被扶養者を判別するため「本人(組
合員)」・「家族(被扶養者)」と表示しています。

❷ 交付年月日
　組合員証等を作成交付した日です。

❸ 記号　皆さまがお勤めの市町村等の固有番号です。
※任意継続組合員の記号・番号は、現職時と同じです。

❹ 番号
　市町村等ごとの皆さまの番号です。共済組合は前記
❸「記号」と、この「番号」で皆さまを判別しており、
共済組合への各種届出の際に必要となります。

❺ 枝番
　同じ記号・番号内での組合員・被扶養者ごとの番号で
す。令和３年１月以降の発行分から表示しています。枝番
の表示がない場合でも、組合員証等としては有効です。

❻ 氏名・性別　❼ 生年月日
　組合員証等がお手元に届きましたらご確認ください。
※�誤りがある場合は、勤務先の共済事務担当課へお申し出くだ
さい。

❽ 資格取得年月日
※「組合員証」及び「任意継続組合員証」のみ
　この日以降、資格喪失日の前日まで使用することが
できます。
　任意継続組合員の資格取得年月日は、退職年月日の
翌日です。
　ただし、75歳の誕生日を迎えますと、短期給付適
用外となるため、その日以降は使用できません。
※�「任意継続組合員証」については、資格取得年月日欄と発行機
関所在地欄の間に「有効期限」（任意継続組合員の資格取得年
月日から２年後、または75歳の誕生日の前日）を表示してお
ります。
ただし、任意継続掛金の納入がない場合は、この年月日にか

かわらず資格が喪失し、使用できなくなります。

❾ 発行機関所在地
　当共済組合の所在地です。

❿ 保険者番号
　社会保険制度上で用いる当共済組合の固有番号で、
「３２１２０４１２」と定められています。

⓫ 名称及び印
　当共済組合の正式名称及び公印です。

⓬ 発行番号
　組合員証等を作成した際の通し番号です。

◦�組合員証等の紛失や盗難に遭ったときには、必ず最寄りの警察
署等に届け出のうえ、勤務先の共済事務担当課を通して（任意
継続組合員は共済組合へ直接）再交付申請を行ってください。
※�共済組合では、組合員証等の紛失・盗難等による責任は一切
負いかねますので、あらかじめご了承ください。

◦�経年劣化等により組合員証等の文字が読みにくく
なっているとき（一部に割れがある場合や印字面に
剥離がある場合など）も、保険医療機関等での受診
の際に支障が生じるおそれがありますので、組合員
証等を添付のうえ、再交付申請を行ってください。

組合員証等の紛失や盗難に遭ったとき、組合員証等の記載内容が
破損や経年劣化等により不鮮明になったときは、再交付申請をしてください

◦現行のカードの健康保険証（組合員証等）は
　令和６年12月２日に発行が終了します（お知らせ）
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お問い合わせ先 

　

 保健課資格係　  （直通）　TEL 043（248）1116

　

被
扶
養
者
に
な
れ
る
者
と
は
、
下
図
「
被

扶
養
者
の
範
囲
」
に
あ
る
者
で
、「
主
と
し
て

組
合
員
の
収
入
に
よ
り
生
計
を
維
持
」
し
て

お
り
、｢

恒
常
的
な
収
入
が
年
額
１
３
０
万
円

未
満｣

で
あ
る
、「
三
親
等
内
の
親
族
」
で
、

か
つ
、「
国
内
居
住
要
件
を
満
た
す
者
」
で
す
。

⑴  「
主
と
し
て
組
合
員
の
収
入
に
よ
り
生
計

を
維
持
」
と
は

　

経
済
的
な
援
助
・
負
担
を
組
合
員
か
ら

受
け
て
い
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。
生
活
上

の
世
話
、
介
護
、
精
神
的
な
扶
養
の
実
態

等
、
組
合
員
が
生
活
の
中
心
的
な
役
割
を

担
っ
て
い
る
状
況
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

⑵  「
恒
常
的
な
収
入
」
と
は

　

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
す
べ
て

の
収
入
の
う
ち
、
継
続
し
て
得
る
こ
と
の

で
き
る
収
入
を
い
い
ま
す
。
季
節
的
な
勤

労
ま
た
は
事
業
収
入
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ

が
毎
年
継
続
的
に
繰
り
返
し
行
わ
れ
る
性

質
の
も
の
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
恒
常

的
な
収
入
と
な
り
ま
す
。

　

課
税
・
非
課
税
に
か
か
わ
り
な
く
収
入

と
な
り
ま
す
の
で
、「
遺
族
年
金
」
や
「
障

害
年
金
」
も
扶
養
認
定
上
の
収
入
に
な
り

ま
す
。

⑶ 

「
年
額
」
と
は

　

扶
養
の
事
実
が
発
生
し
た
と
き
か
ら
将

来
に
向
か
っ
て
得
る
こ
と
が
予
測
で
き
る
収

入
で
あ
り
、
暦
年
ま
た
は
年
度
に
よ
っ
て

期
間
を
限
定
し
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

具
体
的
に
は
、
収
入
の
種
類
に
応
じ
て
、

年
額
・
月
額
・
日
額
に
よ
り
判
断
し
ま
す
。

　

ア
ル
バ
イ
ト
や
パ
ー
ト
等
の
給
与
収
入

に
つ
い
て
は
、
年
額
で
は
な
く
月
額
で
判

断
す
る
ほ
う
が
実
情
に
即
し
て
い
る
た
め
、

月
額
の
扶
養
限
度
額
を
設
定
し
て
い
ま
す
。

　

給
与
月
額
が
10
万
８
３
３
４
円
以
上

（
賞
与
が
あ
る
と
き
は
、
各
月
の
給
与
に

按
分
し
て
判
断
）
と
な
っ
た
月
を
起
算
月

と
し
て
３
カ
月
の
平
均
が
こ
の
金
額
以
上

と
な
っ
た
場
合
に
は
、
10
万
８
３
３
４
円

以
上
と
な
っ
た
月
の
給
与
の
支
払
対
象
期

間
の
初
日
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
取
消
該
当
と

な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

給
与
及
び
そ
れ
以
外
の
収
入
が
あ
る
と

き
は
、
す
べ
て
の
収
入
を
合
わ
せ
た
額
で

計
算
し
ま
す
。

　

障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
公
的
年
金
等

の
受
給
要
件
に
該
当
す
る
程
度
の
障
害
を

有
す
る
者
ま
た
は
60
歳
以
上
の
者
の
扶
養

限
度
額
は
年
額
１
８
０
万
円
（
月
額
15
万

円
）
で
す
。　

※ 

認
定
対
象
者
が
組
合
員
の
配
偶
者
以
外

で
あ
る
方
（
父
母
、
祖
父
母
な
ど
）
に

つ
い
て
は
、
認
定
対
象
者
自
身
に
配
偶

者
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
場
合
、
夫
婦
の
収

入
を
合
算
し
た
額
に
お
い
て
も
扶
養
限

度
額
（
両
者
の
限
度
額
の
合
計
額
）
の

判
断
を
行
い
ま
す
（
認
定
対
象
者
が
組

合
員
の
配
偶
者
で
あ
る
場
合
、
こ
の
合

算
は
行
い
ま
せ
ん
。）。

例  

父
母
と
も
に
60
歳
以
上
で
あ
り
、
父

母
の
収
入
合
算
額
が
年
額
３
６
０
万

円
以
上
の
場
合
は
父
母
の
い
ず
れ
も

認
定
で
き
ま
せ
ん
。

《
事
業
収
入
等
が
あ
る
場
合
》

　

被
扶
養
者
認
定
基
準
の
収
入
と
は
、
所
得

税
法
上
の
所
得
の
額
そ
の
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
所
得
税
法
上
の
必
要
経
費
を
控
除
す

る
前
の
総
収
入
が
基
本
と
な
り
ま
す
。
た
だ

し
、
被
扶
養
者
認
定
に
お
い
て
必
要
と
認
め

ら
れ
る
と
判
断
し
た
経
費
の
み
を
控
除
し
、

そ
の
額
を
収
入
と
し
ま
す
。

※ 

農
業
収
入
・
営
業
等
収
入
・
不
動
産
収
入

等
の
各
収
入
か
ら
直
接
必
要
と
判
断
す
る

組
合
員

組
合
員
のの
被
扶
養
者
に
な
れ
る
者

被
扶
養
者
に
な
れ
る
者
のの
基
準
基
準
に
つ
い
て

に
つ
い
て

の人は生計維持関係、組合員と同一世帯であるこ
とと国内居住要件を満たすことが必要です。

の人は生計維持関係と国内居住要件を
満たすことが必要です。

一親等

二親等

三親等

兄姉弟妹
本人

（組合員）

祖父母 祖父母

父母 父母

配偶者

子 子 配偶者

配偶者

配偶者

配偶者

配偶者

甥 姪

おじ
おば

おじ
おば

配偶者

孫 孫

曾孫 曾孫

兄弟姉妹甥 姪

曾祖父母 曾祖父母

（三親等内の親族）

被 扶 養 者 の 範 囲

1
被
扶
養
者
に
な
れ
る
者
の

基
準
に
つ
い
て
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お問い合わせ先 

　

 保健課資格係　  （直通）　TEL 043（248）1116

経
費
の
み
（
地
代
家
賃
な
ど
）
を
控
除
し

た
も
の
に
な
り
ま
す
。
租
税
公
課
・
減
価

償
却
費
・
借
入
金
利
息
・
旅
費
交
通
費
・

通
信
費
な
ど
は
、
必
要
経
費
と
は
認
め
ら

れ
ま
せ
ん
。
そ
の
他
の
経
費
に
つ
い
て
は
、

共
済
組
合
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
手
続
き
に
お
い
て
確
定
申
告
時
の

書
類
一
式
（
収
支
内
訳
書
を
含
む
）・
特
定

口
座
年
間
取
引
報
告
書
の
写
し
が
必
要
と
な

り
ま
す
の
で
、
必
ず
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

⑷
「
三
親
等
内
の
親
族
」
と
は

　

次
の
①
～
③
の
範
囲
内
の
者
で
あ
り
、

組
合
員
と
の
身
分
関
係
（
続
柄
）
に
よ
っ

て
は
同
居
が
条
件
と
な
り
ま
す
。

① 

組
合
員
の
配
偶
者
（
届
出
を
し
て
い
な

い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事

情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
「
内
縁
」

と
い
う
）、
子
、
父
母
、
孫
、
祖
父
母

及
び
兄
弟
姉
妹

② 

組
合
員
と
同
一
世
帯
に
属
す
る
三
親
等
内

の
親
族
で
、
前
記
①
に
掲
げ
る
以
外
の
者

③ 

組
合
員
の
内
縁
の
配
偶
者
の
父
母
及
び

子
、
並
び
に
当
該
配
偶
者
の
死
亡
後
に

お
け
る
そ
の
父
母
及
び
子
で
、
組
合
員

と
同
一
世
帯
に
属
す
る
者

⑸
「
国
内
居
住
要
件
を
満
た
す
」
と
は

　

令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
は
、「
日
本
国

内
に
住
所
（
住
民
票
）
を
有
す
る
者
」
ま
た

は
「
外
国
に
お
い
て
留
学
を
す
る
学
生
そ

の
他
の
日
本
国
内
に
住
所
を
有
し
な
い
が

渡
航
目
的
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
日

本
国
内
に
生
活
の
基
礎
が
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
者
」
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

た
だ
し
、
日
本
国
内
に
住
所
（
住
民
票
）

が
あ
っ
て
も
、
次
の
場
合
は
被
扶
養
者
と

し
て
認
定
さ
れ
ま
せ
ん
。

① 

日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
で
あ
っ

て
、「
医
療
滞
在
ビ
ザ
」
ま
た
は
「
観
光
・

保
養
を
目
的
と
す
る
ロ
ン
グ
ス
テ
イ
ビ

ザ
」
で
来
日
し
た
者

② 

海
外
で
就
労
し
て
お
り
、
日
本
で
全
く

生
活
し
て
い
な
い
な
ど
、
明
ら
か
に
日

本
で
の
居
住
実
態
が
な
い
者

⑴  

健
康
保
険
の
被
保
険
者
、
共
済
組
合
の
組

合
員
、
船
員
保
険
の
被
保
険
者
ま
た
は
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険
者
（
た
だ

し
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
お
い
て
申

請
を
撤
回
す
る
旨
を
申
し
出
た
者
を
除
く
）

⑵  

認
定
対
象
者
に
つ
い
て
組
合
員
以
外
の
者

が
扶
養
手
当
ま
た
は
こ
れ
に
相
当
す
る
手

当
を
地
方
公
共
団
体
、
国
そ
の
他
か
ら
受

け
て
い
る
者

⑶  

組
合
員
が
他
の
者
と
共
同
し
て
同
一
人
を

扶
養
す
る
場
合
に
お
い
て
、
社
会
通
念
上
、

そ
の
組
合
員
が
主
た
る
扶
養
者
で
な
い
者

⑷  

恒
常
的
な
収
入
が
年
額
１
３
０
万
円
以
上

で
あ
る
者

　

た
だ
し
、
そ
の
者
が
障
害
を
支
給
事
由

と
す
る
公
的
年
金
等
の
受
給
要
件
に
該
当

す
る
程
度
の
障
害
を
有
す
る
場
合
、
ま
た

は
そ
の
者
が
60
歳
以
上
で
あ
る
場
合
は
、

年
額
１
８
０
万
円
以
上
で
あ
る
者

※ 

前
記
の
と
お
り
給
与
収
入
が
あ
る
場
合

は
、
月
額
の
扶
養
限
度
額
（
10
万
８
３

３
４
円
ま
た
は
15
万
円
）
を
設
定
し
て

い
ま
す
。

⑸   

組
合
員
と
別
居
し
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、

組
合
員
か
ら
の
仕
送
り
額
が
必
要
額
に
達

し
て
い
な
い
者

⑹  

認
定
時
及
び
将
来
に
向
か
っ
て
恒
常
的
な

収
入
が
明
確
に
な
ら
な
い
者

　

被
扶
養
者
の
認
定
申
告
を
行
う
際
は
、
被

扶
養
者
の
要
件
を
備
え
た
日
か
ら
30
日
以
内

に
各
所
属
所
の
共
済
事
務
担
当
課
へ
「
被
扶

養
者
申
告
書
」
及
び
認
定
に
必
要
な
書
類
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

30
日
を
過
ぎ
て
し
ま
う
と
、
各
所
属
所
の

共
済
事
務
担
当
課
で
そ
の
届
出
を
受
け
付
け

た
日
か
ら
認
定
さ
れ
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
は
認

定
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
任
意
継
続
組
合
員
に
つ
い
て

　

被
扶
養
者
の
認
定
・
取
消
の
手
続
き
等

は
、
当
組
合
へ
直
接
申
告
し
て
い
た
だ
く

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

よ
っ
て
、
認
定
申
告
は
被
扶
養
者
の
要

件
を
備
え
た
日
か
ら
30
日
以
内
に
当
組
合

に
届
く
よ
う
に
、直
接
「
被
扶
養
者
申
告
書
」

及
び
認
定
に
必
要
な
書
類
を
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

　

30
日
を
過
ぎ
て
し
ま
う
と
、
当
組
合
で

の
受
付
日
か
ら
認
定
さ
れ
、
さ
か
の
ぼ
っ

て
は
認
定
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

　
「
被
扶
養
者
申
告
書
」
に
よ
り
認
定
時
に
実

態
を
確
認
し
ま
す
が
、
そ
れ
以
降
の
被
扶
養
者

の
状
況
に
つ
い
て
は
十
分
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
毎
年
「
扶
養
事
実
確
認
調
査
」
を

実
施
い
た
し
ま
す
。
組
合
員
の
収
入
に
よ
り

主
と
し
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
か
、
そ
の
後

の
状
況
を
調
査
し
、
引
き
続
い
て
被
扶
養
者

の
要
件
を
備
え
て
い
る
か
ど
う
か
の
確
認
を

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
こ
の
調
査
に
か
か

わ
ら
ず
、
被
扶
養
者
の
要
件
を
欠
い
た
場
合

は
、す
み
や
か
に
取
消
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
こ
の
調
査
は
地
方
公
務
員
等
共
済

組
合
法
の
検
認
事
務
を
兼
ね
て
い
ま
す
の
で
、

被
扶
養
者
の
給
与
明
細
書
・
年
金
振
込
通
知

書
・
確
定
申
告
時
の
書
類
一
式
（
収
支
内
訳

書
を
含
む
）・
特
定
口
座
年
間
取
引
報
告
書
等

の
収
入
が
確
認
で
き
る
書
類
を
必
ず
保
管
く

だ
さ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　

人
手
不
足
等
の
理
由
か
ら
一
時
的
な
収
入
変

動
に
よ
り
収
入
が
扶
養
限
度
額
を
超
え
て
し

ま
う
場
合
は
、【
被
扶
養
者
の
収
入
確
認
に
当

た
っ
て
の
「
一
時
的
な
収
入
変
動
」
に
係
る
事

業
主
の
証
明
書
】
を
他
の
必
要
書
類
と
併
せ

て
当
組
合
へ
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
被
扶
養
者

と
し
て
認
定
ま
た
は
継
続
す
る
こ
と
が
可
能

と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
適
用
開
始
日
に
つ
い
て
は
、
令
和
５

年
10
月
20
日
以
降
の
適
用
と
な
る
た
め
、
令
和

５
年
10
月
19
日
以
前
が
認
定
日
と
な
る
被
扶
養

者
の
認
定
申
告
及
び
令
和
５
年
度
扶
養
事
実
確

認
調
査
に
つ
い
て
遡
及
適
用
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
項
番
３
「
扶
養
認
定
日
に
つ
い
て
」

の
と
お
り
、
被
扶
養
者
の
認
定
申
告
を
行
う

際
は
扶
養
者
の
要
件
を
備
え
た
日
か
ら
30
日

を
過
ぎ
て
し
ま
う
と
当
組
合
で
の
受
付
日
か

ら
認
定
さ
れ
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
は
認
定
さ
れ
ま

せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

年
収
の
壁
・
支
援
強
化
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
詳
細

に
つ
い
て
は
、『
共
済
だ
よ
り
』
令
和
６
年
１

月
号
19
頁
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

5
年
収
の
壁
・
支
援
強
化

パ
ッ
ケ
ー
ジ
に
つ
い
て

2
被
扶
養
者
と
し
て

認
定
さ
れ
な
い
者
に
つ
い
て

3
扶
養
認
定
日
に
つ
い
て

4
認
定
後
の
扶
養
事
実
の

確
認
に
つ
い
て
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お問い合わせ先 

　

　保健課資格係（直通）　TEL 043（248）1116

　被扶養者の皆さまが、現在も被扶養者の要件を備えているか確認するために令和６年度の調査を実施します。

　保険医療機関等で受診される際にご使用いただいている組合員被扶養者証については、地方公務員等共済組合法施

行規程により、引き続き被扶養者として資格を有しているかの検認（確認）を行うこととされており、当組合では、組

合員被扶養者証の検認を「扶養事実確認調査」にて行うこととしております。これは被扶養者認定の更新を行っていく

ために必要な手続きですので、ご理解とご協力をお願いいたします。

　なお、調査が完了しないことにより検認を受けていない証については、法令により

無効となりますので、必ず検認を受けていただきますよう重ねてお願いいたします。

　なお、その他にも収入状況や仕送り状況等が確認できるものがありましたら、併せて大切に保管しておいてください。

給与明細書、源泉徴収票、確定申告書（控）（収支内訳書も含む）、年金決定・改定通知書、公的機関各種届

出（開業届・廃業届等）、各種手当金や給付金（新型コロナウイルス感染症に伴う支援としての各種給付金を

含む）の送金通知書、特定口座年間取引報告書、仕送り状況が確認できる振込明細書等、新型コロナウイル

スワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書（「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医

療職の被扶養者の収入確認の特例」についての申立書）※１、被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収

入変動」に係る事業主の証明書（「年収の壁・支援強化パッケージ」に関する証明書）※２

◦ 一時的な収入増加等（新型コロナウイルス感染症への対応に伴うもの及び「年収の壁・支援強化パッケージ」

の対象となるもの）があった場合、その増加内容（増加理由（新型コロナウイルス感染症への対応のため

であること等）、受給日、増加分の額等）を確認できる書類を取得・保管しておいてください。

※１  「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例」は令和６年３月31日までの収入が対象
です（※３）。

※２  「年収の壁・支援強化パッケージ」については令和５年10月20日以降の収入において適用されます（※３）。詳細については、厚生
労働省ホームページの「事業主の証明による被扶養者のＱ＆Ａ」をご参照いただくか当組合資格係へお問い合わせください。

※３  対象期間外に当該理由による一時的な収入増加があり、扶養限度額以上の収入となった場合は取消該当となりますので、勤務先
の共済事務担当課を通じ、すみやかに被扶養者取消申告をしてください。

～「組合員被扶養者証」の検認のお知らせ～

令和
６年度 扶養事実確認調査扶養事実確認調査についてについて

⃝調査対象者（検認対象者）
　次のいずれかに該当する者

①調査基準日現在20歳以上74歳以下の偶数年齢の被扶養者

② 当組合において「別居」として登録している調査基準日現在20歳以上74歳以下の被扶養者

（①、② ともに認定年月日が令和６年１月１日から令和６年６月30日までの者を除く。）

※調査基準日　令和６年７月１日
※�調査方法等の実施に関する詳細は、皆さまの勤務先の共済事務担当課を通じて、別途お知らせいたします。

⃝調査（検認）における「組合員被扶養者証」の取扱いについて
　調査（検認）時に「組合員被扶養者証」の提出の必要はありません。

　調査（検認）により被扶養者の資格が認められない場合には、被扶養者取消申告をしていただくことになり

ますので、被扶養者申告書（取消）提出の際に併せて「組合員被扶養者証」を返納してください。

　なお、調査（検認）により取消に該当する場合は、本来の取消年月日にさかのぼり認定取消となります（昨

年度の調査では約400名の被扶養者の取消が判明しました）。

⃝調査に必要な書類
　状況等により添付書類が必要となりますので、次の書類は普段から大切に保管しておいてください。
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「標準報酬決定・改定通知書」「標準報酬決定・改定通知書」とと
「標準期末手当等決定通知書」「標準期末手当等決定通知書」についてについて

お問い合わせ先 

　

　保健課資格係（直通）　TEL 043（248）1116

　標準報酬の月額の決定または改定が行われたときに送付いた

します。

① 決定・改定事由
　標準報酬の月額が決定または改定された事由を表示します

（資格取得時決定、定時決定等）。

② 適用開始年月
　決定または改定された標準報酬の月額の適用開始年月を表

示します。

③ 新しい標準報酬の等級と月額
　決定または改定された新しい標準報酬の等級と月額を、短

期・厚生年金・退職等年金給付に分けて表示します。

　こちらの月額に短期・厚生年金・退職等年金給付の各掛金

率・保険料率をかけて、毎月の掛金・保険料を算定します。

④ 従前の標準報酬の等級と月額
　決定・改定される前の標準報酬の等級と月額を、短期・厚

生年金・退職等年金給付に分けて表示します（資格取得時決

定の際は表示しません）。

　標準期末手当等の決定が行われたとき（期末手当・勤勉手当
等が支給されたとき）（※）に送付いたします。

※ 給与改定により期末手当・勤勉手当等の額がさかのぼって変更となっ
た場合を含みます。

❶ 支給年月
　標準期末手当等の額の算定のもととなる期末手当・勤勉手

当等が支給された年月を表示します。

❷ 標準期末手当等の額
　決定された標準期末手当等

の額を、短期・厚生年金・退

職等年金給付に分けて表示し

ます。

　標準期末手当等の額は、原

則として、同月内に支給され

た期末手当・勤勉手当等の合

算額の千円未満を切り捨てた

額となります。

　この標準期末手当等の額に短期・厚生年金・退職等年金給

付の各掛金率・保険料率をかけて、期末手当・勤勉手当等の

掛金・保険料を算定します。
※短期組合員の方については、短期給付のみ表示しています。　

※ 短期給付に係る標準報酬の月額は、福祉に係る掛金・負担金の算定に
も使用しています。

標準報酬　決定・改定通知書 令和　　年　　月　　日
千葉県市町村職員共済組合

下記のとおり標準報酬を決定・改定しましたので、通知します。

決定・改定事由 適用開始

定時決定 令和６年９月

区　分 標準報酬等級 標準報酬月額

新等級

短　期 第19級 240千円

長　期
厚生年金 第16級 240千円

退職等年金給付 第16級 240千円

従前等級

短　期 第18級 220千円

長　期
厚生年金 第15級 220千円

退職等年金給付 第15級 220千円

① ②

③

④

　標準報酬の月額の決定または改定には以下の種類があります。
※各内容は概要です。

（１）資格取得時決定
共済組合員の資格を取得したときの決定

（２）定時決定
４、５、６月の報酬にもとづいて毎年行われる決定（毎年

９月から適用）

（３）随時改定
昇給等によって固定的給与に変動があったときに変動の月

から３カ月間の報酬により行われる改定

（４）産前産後休業終了時改定
産前産後休業終了日の翌日が属する月から３カ月間の報酬

により行われる改定

（５）育児休業等終了時改定
育児休業等の終了日の翌日が属する月から３カ月間の報酬

により行われる改定

千円未満切り捨て

【例】
期末手当 勤勉手当

360,000円 240,900円

期末手当・勤勉手当の合算額
600,900円

標準期末手当等の額
600,000円

合算

標準期末手当等　決定通知書 令和　　年　　月　　日
千葉県市町村職員共済組合

下記のとおり標準期末手当等を決定しましたので、通知します。

支給年月

令和６年６月

区　　分 標準期末手当等

短　期 600千円

長　期
厚生年金 600千円

退職等年金給付 600千円

❶

❷

1 標準報酬決定・改定通知書

2 標準期末手当等決定通知書

　標準報酬の月額を決定または改定したとき及び標準期末手当等の額を決定したときは、

共済組合は組合員に対し標準報酬の等級や月額等を通知いたします。

　今月号ではそれらの通知書の内容についてご案内いたします。

　通知書は原則として、決定・改定月の翌月上旬（定時決定は９月）に勤務先の共済事務

担当課を経由して送付いたします。

　また、通知書は標準報酬の等級や月額等を通知するものですので、送付された際に組合

員の皆さまにしていただくお手続きはございません（ただし、ダブルワークをしている方

は他方の事業所に提出を求められる場合がありますので、ご注意ください）。
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お問い合わせ先 

　

 福祉課厚生係　  （直通）　TEL 043（248）1114

　

組
合
員
（
任
意
継
続
組
合
員
を
含
む
）
及
び

そ
の
被
扶
養
者
で
、
今
年
度
40
歳
以
上
の
方
。

※�

妊
産
婦
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
は
対
象
者
か

ら
除
か
れ
ま
す
。

◆
組
合
員
の
場
合

① 

各
所
属
所
の
事
業
主
が
行
う
健
診
と
共
済

組
合
助
成
の
特
定
健
康
診
査
補
助
事
業

② 

共
済
組
合
助
成
の
人
間
ド
ッ
ク
に
よ
る
健
診

＊ 

右
記
の
い
ず
れ
か
一
つ
を
受
け
る
こ
と
と

な
り
ま
す
。

＊
受
診
券
は
、
発
行
い
た
し
ま
せ
ん
。

＊ 

事
業
主
健
診
対
象
外
の
短
期
組
合
員
の
方

に
つ
き
ま
し
て
は
、
特
定
健
康
診
査
受
診

券
申
請
書
を
所
属
所
経
由
で
提
出
し
て
い

た
だ
く
こ
と
に
よ
り
、
特
定
健
康
診
査
受

診
券
を
交
付
い
た
し
ま
す
。

◆ 

被
扶
養
者
と
任
意
継
続
組
合
員
（
被
扶
養
者

を
含
む
）
の
場
合

　

共
済
組
合
か
ら
「
特
定
健
康
診
査
受
診
券
」

を
６
月
下
旬
頃
に
発
行
い
た
し
ま
す
。

① 

日
本
人
間
ド
ッ
ク
学
会
等
の
全
国
規
模
の
集

合
契
約
・
千
葉
県
医
師
会
等
の
集
合
契
約

に
参
加
し
て
い
る
医
療
機
関
に
よ
る
健
診

② 

共
済
組
合
助
成
の
人
間
ド
ッ
ク
に
よ
る
健
診

＊ 

右
記
の
い
ず
れ
か
一
つ
を
受
け
る
こ
と
と

な
り
ま
す
。

＊�

①
の
受
診
方
法
に
よ
り
、「
特
定
健
康
診

査
受
診
券
」
を
使
用
し
て
受
診
す
る
場
合
、

自
己
負
担
は
あ
り
ま
せ
ん
。

㊟�

人
間
ド
ッ
ク
ま
た
は
特
定
健
康
診
査
の
う
ち
、
ど
ち

ら
か
一
方
の
み
助
成
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◆ 

事
業
主
健
診
・
集
合
契
約
（
受
診
券
）
に
よ

る
健
診
の
場
合

① 

受
診
者
へ
は
、
特
定
健
康
診
査
受
診
結
果

㊟�

特
定
保
健
指
導
料
金
は
高
額
と
な
り
ま
す
の
で
、

途
中
で
や
め
る
と
無
駄
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
か

ら
、
特
定
保
健
指
導
実
施
対
象
者
に
選
ば
れ
た
方

は
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
を
克
服
す
る
機

会
と
受
け
と
め
、
必
ず
継
続
し
て
い
た
だ
き
ま
す

よ
う
、
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

対
象
者

対
象
者

支
援
内
容

対
象
者

支
援
内
容

1 

情
報
提
供
レ
ベ
ル

（
生
活
習
慣
病
の
リ
ス
ク
が
小
さ
い
方
）

2 

動
機
付
け
支
援
レ
ベ
ル

（
生
活
習
慣
病
の
リ
ス
ク
が
比
較
的
大
き
い
方
）

3 

積
極
的
支
援
レ
ベ
ル

（
生
活
習
慣
病
の
リ
ス
ク
が
大
き
い
方
）

★
特
定
保
健
指
導
の
対
象
と
は
な
り
ま
せ
ん
。

◦ 

次
の
22
と
33
以
外
の
す
べ
て
の
方
が
該
当

し
ま
す
。

★
特
定
保
健
指
導
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

◦ 

生
活
習
慣
の
改
善
が
特
に
必
要
と
判
断
さ

れ
た
方
で
、
そ
の
た
め
に
専
門
職
に
よ
る

継
続
で
き
る
細
や
か
な
支
援
が
必
要
な
方

を
対
象
と
し
ま
す
。

◦ 

自
ら
の
健
康
状
態
を
自
覚
し
、
生
活
習
慣

の
改
善
の
た
め
の
自
主
的
な
取
り
組
み
を

継
続
的
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
医
師
、
保
健
師

ま
た
は
管
理
栄
養
士
の
面
接
・
指
導
支
援

の
下
に
、
行
動
計
画
を
立
て
ま
す
。

◦ 

対
象
者
へ
の
個
別
支
援
、グ
ル
ー
プ
支
援
、

電
話
、
メ
ー
ル
、
手
紙
等
に
よ
り
、
初
回

面
接
時
に
作
成
し
た
行
動
計
画
が
継
続
実

施
で
き
る
よ
う
、
積
極
的
に
３
カ
月
以
上

の
継
続
的
な
支
援
を
行
い
、
設
定
し
た
行

動
計
画
が
達
成
さ
れ
て
い
る
か
、
身
体
状

況
や
生
活
習
慣
に
変
化
が
見
ら
れ
た
か
、

に
つ
い
て
評
価
を
行
い
ま
す
。

★
特
定
保
健
指
導
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

◦ 

生
活
習
慣
の
改
善
が
必
要
と
判
断
さ
れ
た

方
で
、
生
活
習
慣
を
変
え
る
に
あ
た
り
意

思
決
定
の
支
援
が
必
要
な
人
を
対
象
と
し

ま
す
。

◦ 

自
ら
の
健
康
状
態
を
自
覚
し
、
生
活
習
慣

の
改
善
の
た
め
の
自
主
的
な
取
組
み
を
積

極
的
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
、
医
師
、
保
健
師
ま

た
は
管
理
栄
養
士
が
支
援
し
、
行
動
目
標

を
立
て
ま
す
。

◦ 

対
象
者
へ
の
個
別
支
援
ま
た
は
グ
ル
ー
プ

支
援
に
よ
り
実
施
し
ま
す
が
、
原
則
１
回

の
支
援
で
、
支
援
後
３
カ
月
以
降
に
設
定

し
た
行
動
目
標
が
達
成
さ
れ
て
い
る
か
、

身
体
状
況
や
生
活
習
慣
に
変
化
が
見
ら
れ

た
か
、
に
つ
い
て
評
価
を
行
い
ま
す
。

特
定
健
康
診
査・特
定
保
健

指
導
の
実
施
方
法
に
つ
い
て

階
層
化
さ
れ
た
特
定
保
健
指
導
レ
ベ
ル

　

特
定
健
康
診
査
・
特
定
保
健
指
導
に
つ
い
て
は
、
令
和
６
年
度
か
ら
６
年
間
の
第

４
期
特
定
健
康
診
査
等
実
施
計
画
に
基
づ
き
実
施
し
て
ま
い
り
ま
す
。
今
年
度
は
、

特
定
健
康
診
査
受
診
率
85
％
以
上
、
特
定
保
健
指
導
実
施
率
35
％
以
上
を
目
標
と
し

て
お
り
ま
す
。

　

生
活
習
慣
病
の
発
見
と
予
防
の
た
め
に
、
無
料
で
受
け
ら
れ
る
特
定
健
康
診
査
・

特
定
保
健
指
導
を
ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

特
定
健
康
診
査
対
象
者
に
つ
い
て

特
定
健
康
診
査
の
実
施
形
態
に
つ
い
て

健
診
結
果
に
つ
い
て

令
和
6
年
度
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検 査 項 目

血液学検査 貧血
ヘマトクリット
血色素量（ヘモグロビン）
赤血球数

生 理 学 検 査
心電図
眼底
血清クレアチニン

問診票 ◦服薬　◦既往歴　◦喫煙　など

検 査 項 目

身 体 計 測 身長・体重・BMI
腹囲

血 圧 収縮期／拡張期

生
化
学
検
査

脂 　 質

中性脂肪
HDLコレステロール
LDLコレステロールまたは
Non-HDLコレステロール

肝 機 能
AST（GOT）
ALT（GPT）
γ－GT（γ－GTP）

血 糖 検 査
（ い ず れ か の 実 施 で 可 ）

空腹時血糖
HｂA１c
随時血糖

尿 検 査 尿糖
尿たんぱく

医師の判断に基づき、選択的に実施されます。

すべての対象者が受診する項目です。

ステップ❶ ステップ❷ 対　　象

腹　囲
⑴ 血糖
⑵ 脂質
⑶ 血圧

⑷ 喫煙歴 40～64歳 65～74歳

男85㎝以上
女90㎝以上

２つ以上該当 積極的
支　援 動機付

け支援１つ該当 あり
なし

上記以外
でBMIが
25以上

３つ該当 積極的
支　援 動機付

け支援２つ該当 あり
なし

１つ該当

内臓脂肪蓄積リスクを判定

（１）腹囲…男性85㎝以上、女性90㎝以上

（２）腹囲…男性85㎝未満、女性90㎝未満でBMIが25以上
　　　※BMI指数：肥満度の判定方法の一つ。体重 (㎏ )÷身長 (m) ２

追加リスク
（1）血　糖…空腹時血糖100㎎/dl以上　または

HbA1c（NGSP値）の場合5.6%以上
（2）脂　質…中性脂肪150㎎/dl以上　または

HDLコレステロール40㎎/dl未満
（3）血　圧…収縮期血圧130㎜Hg以上　または

拡張期血圧85㎜Hg以上
（4）喫煙歴…有無（問診票で把握）

▼ステップ❶、❷をもとに階層化

お問い合わせ先 

　

 福祉課厚生係　  （直通）　TEL 043（248）1114

の
程
度
を
考
慮
し
、
本
人
の
同
意
の
も
と
に

決
定
し
ま
す
。

◦ 

組
合
員
の
方
の
特
定
保
健
指
導
は
、
各
所
属

所
を
通
じ
て
共
済
組
合
と
委
託
契
約
を
し
た

専
門
業
者
に
よ
り
受
け
て
い
た
だ
き
ま
す
。

◦ 

保
健
指
導
の
初
回
面
談
に
つ
き
ま
し
て
は
、

対
面
面
談
の
他
に
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
の

Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
用
い
た
遠
隔
面
談
も
選
択
い
た
だ

け
ま
す
。
遠
隔
面
談
を
希
望
の
場
合
は
、
委

託
先
か
ら
参
加
者
の
方
に
連
絡
を
さ
せ
て
い

た
だ
き
、
初
回
面
談
の
日
時
を
決
定
し
ま
す
。

そ
の
後
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ

ツ
ー
ル
を
用
い
て
、
特
定
保
健
指
導
の
初
回

面
接
を
実
施
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

◦ 
被
扶
養
者
と
任
意
継
続
組
合
員
（
被
扶
養
者

含
む
）
に
は
、
特
定
保
健
指
導
利
用
券
を
発

行
し
ま
す
の
で
、
委
託
契
約
を
し
た
医
療
機

関
や
専
門
業
者
に
よ
る
個
別
訪
問
ま
た
は
、

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
用
い
た
遠

隔
面
談
に
て
受
け
て
い
た
だ
き
ま
す
。

◦ 

特
定
保
健
指
導
に
か
か
る
費
用
は
、
全
額
、

共
済
組
合
が
負
担
し
ま
す
。

◦ 

保
健
指
導
対
象
者
と
な
っ
た
方
で
、
実
施
終

了
し
た
方
に
、
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
し
て
直

営
施
設
で
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
「
直
営

施
設
利
用
ク
ー
ポ
ン
券
」（
１
０
０
０
円
×
５

枚
）
を
交
付
し
ま
す
。（
オ
ー
ク
ラ
千
葉
ホ
テ

ル
、
黒
潮
荘
、
那
須
の
森
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
の
宿

泊
利
用
す
る
と
き
、
ま
た
は
、
オ
ー
ク
ラ
千

葉
ホ
テ
ル
を
飲
食
の
み
で
利
用
す
る
と
き
に

使
用
で
き
ま
す
。）

　

保
健
指
導
終
了
後
、
共
済
組
合
か
ら
終
了

者
の
方
に
直
接
ク
ー
ポ
ン
券
を
送
付
し
ま
す
。

通
知
表
が
届
き
、
結
果
通
知
表
の
メ
タ
ボ

リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
判
定
欄
に
「
基
準

該
当
・
予
備
群
該
当
・
非
該
当
・
判
定
不
能
」

の
い
ず
れ
か
が
判
定
さ
れ
ま
す
。

② 

共
済
組
合
で
は
、
法
令
に
よ
り
こ
の
健
診

結
果
デ
ー
タ
を
組
合
員
の
場
合
は
所
属
所

か
ら
、
被
扶
養
者
の
場
合
は
支
払
基
金
を

通
し
て
受
け
取
り
ま
す
。

◆
人
間
ド
ッ
ク
に
よ
る
健
診
の
場
合

① 

事
業
主
健
診
・
集
合
契
約
（
受
診
券
）
に

よ
る
健
診
の
場
合
と
同
じ
で
す
。

② 

共
済
組
合
で
は
、
特
定
健
康
診
査
検
査
項

目
の
健
診
結
果
デ
ー
タ
を
健
診
実
施
機
関

か
ら
直
接
受
け
取
り
ま
す
。

◆
特
定
保
健
指
導
実
施
対
象
者
の
抽
出

◦ 

共
済
組
合
で
は
、
提
供
を
受
け
た
特
定
健
康

診
査
結
果
デ
ー
タ
を
基
に
、
リ
ス
ク
に
応
じ

て
、
①
情
報
提
供
該
当
、
②
動
機
付
け
支
援

該
当
、
③
積
極
的
支
援
該
当
の
３
つ
に
階
層

化
し
、
保
健
指
導
の
対
象
者
を
決
定
し
ま
す
。

な
お
、
メ
タ
ボ

リ
ッ
ク
シ
ン
ド

ロ
ー
ム
判
定
で

は
該
当
し
な
か
っ

た
方
で
も
、
Ｂ
Ｍ
Ｉ
や
喫
煙
歴
に
よ
り
該
当

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
保
健
指
導
は
、
必
ず
し
も
②
ま

た
は
③
に
該
当
し
た
方
全
員
に
対
し
て
行
う

必
要
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
共

済
組
合
の
実
施
計
画
に
基
づ
い
た
人
数
で
実

施
い
た
し
ま
す
。
今
年
度
は
、
②
ま
た
は
③

に
該
当
し
た
方
々
の
35
％
以
上
に
つ
い
て
実

施
と
な
る
よ
う
計
画
し
て
い
ま
す
。

◦ 

保
健
指
導
該
当
の
抽
出
方
法
は
、
②
ま
た
は

③
に
該
当
し
た
方
の
中
か
ら
、
年
齢
・
該
当

※糖尿病、高血圧または脂質異常症で薬剤治療中の方（問診票で把握）は除きます。
※65歳以上の方は、積極的支援の対象となった場合も動機付け支援になります。

ス
テ
ッ
プ
❶

ス
テ
ッ
プ
❷

詳細な健診の項目

基本的な健診の項目特定保健指導対象者の階層化の方法

保
健
指
導
終
了
者
に
係
る

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
事
業
に
つ
い
て

特
定
保
健
指
導
の
実
施
方
法
に
つ
い
て
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オークラ千葉ホテル 展望浴室 スパ・スカイビュー

場　所：本館10階

時　間：15：00～23：00（最終入場22：30）

料　金：日帰りの方（組合員及びそのご家族）

　　　　お一人様…500円（税込） ／ご宿泊の方…無料

※ 日帰りでご利用の際は、保健施設利用券をお持ちください。

※ 令和６年度より利用料金の引き上げをいたします。

バスタオル、フェイスタオル付きのため、手ぶらでご利用いただけます。

ゆったりと広い湯船につかりながら、日々の疲れを心ゆくまで癒してください。

スパ
利用案内

（１）送付対象者
　組合員（短期組合員を除く）及び年金待機者
※ 年金待機者については新たな掛金の納付がないため、退職時のほか

35歳・45歳・59歳・63歳に通知いたします。

（２）退職等年金給付（年金払い退職給付）制度の概要等について
　制度の概要や給付の計算方法等について詳しく知りたい方は、「全国市町村職員共済組合連合会ホー
ムページ」（https://ssl.shichousonren.or.jp/）をご覧ください。
　なお、給付算定基礎額残高については、「地共済年金情報Webサイト（17頁参照）」(https://www.
chikyosai-nenkin-web.jp/)　でも確認することができます。

退 職 等 年 金 給 付

お問い合わせ先 年金係
審査係年金課　　　 （直通） TEL 043（248）1117組合員

（短期組合員を除く）

　共済年金の職域部分廃止後の新たな年金として、平成27年10月から退職等年金給付（年金払
い退職給付）が創設されました。この制度は、将来の年金給付に必要な原資を、保険料で積み立
てる「積立方式」による給付となります。
　これまでに積み立てられた給付算定基礎額等の情報を、年１回６月に「給付算定基礎額残高通
知書」としてお知らせしております。

退職等年金給付（年金払い退職給付）に係る「財政再計算」について
　地方職員共済組合連合会において、少なくとも５年毎に行うこととされている退職等年金給付
の財政再計算（掛金率・負担金率の再計算）が令和５年に実施されました。
　詳しくは、下記地方職員共済組合連合会のホームページをご覧ください。

https://www.chikyoren.or.jp/　（地方公務員共済組合連合会トップページ）

　 トップページの「年金関連情報 ➡ 年金財政関係 ➡ 年金払い退職給付（退職等年金給付） 
➡ 財政検証・財政再計算」からご覧いただけます。

地方公務員共済組合連合会

をお届けします給付算定基礎額残高通知書
（令和５年４月から令和６年３月までの給付算定基礎額）
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（１）会館利用助成金及び保養所・保健センター利用助成金の対象者
① 組合員、任意継続組合員　②組合員、任意継続組合員の被

扶養者　③被扶養者でない配偶者（内縁の配偶者を含む）
並びに２親等以内の親族（下記続柄のとおり）

　◦父母、祖父母、子、孫、兄弟姉妹
◦義理の父母、祖父母、子、孫、兄弟姉妹　

及びその配偶者

（２）県互助会助成金の対象者
※千葉県市町村職員互助会の助成金です。
千葉県市町村職員互助会の①会員　②会員の被扶養者　③被
扶養者でない配偶者（内縁の配偶者を含む）並びに２親等以
内の親族（上記（１）の続柄のとおり）
・�上記（１）及び（２）の助成金については、交付対象者以

外の方が誤ってご使用になられた場合、助成金を返還して
いただきますのでお取り扱いには十分ご注意ください。

　　
◦ オークラ千葉ホテル
　会館利用助成金6,000円
　（県互助会助成金500円）
◦ 黒潮荘・那須の森ヴィレッジ

１．１泊２食付の場合
保養所・保健センター利用助成金6,500円

（県互助会助成金1,000円）

２．素泊り及び１泊朝食付の場合
保養所・保健センター利用助成金2,500円

（県互助会助成金500円）
３． 那須の森ヴィレッジのキャンプサイト１サイト1泊の場合

保養所・保健センター利用助成金2,500円
（県互助会助成金500円）

・��利用券は、１人１泊につき１枚ご使用いただけます。
※ キャンプサイトについては、1サイト１泊につき代表者が、１枚

ご使用いただけます。

・�券面必要事項はすべてご記入のうえ、施設フロントにご提出く
ださい。未記入箇所のある利用券は受理できません。

・�利用券をご使用の際は、組合員証等を持参のうえ、チェックイ
ン時にフロントへ提示してください。

◦利用者が組合員の場合

 組合員証（保険証）、後期高齢者等組合員証明書

◦利用者が被扶養者の場合 被扶養者証（保険証）

◦扶養でない２親等以内の親族の場合 自身の保険証

※ 組合員の「組合員証（保険証）記号・番号」の記載が必ず必
要になりますので、組合員以外の方のみでの利用の場合等に
つきましては事前にご確認のうえ、ご利用ください。

・ 旅行会社発行のクーポン券等との併用はできませんのでご注意
ください。

・ 組合員及びその被扶養者（組合員証、後期高齢者等組合員証明
書または被扶養者証をお持ちの方）のみご利用いただけます。
※ 組合員証、後期高齢者等組合員証明書または被扶養者証を持っ

ていない家族は対象外です。
・ 助成金交付対象外の方が誤ってご使用になられた場合には、助

成金を返還していただきますのでお取り扱いには十分ご注意く
ださい。また、利用券の記載内容が事実と異なる場合も助成金
を返還していただきます。

・�別冊の一覧に記載の契約料金は、「契約施設利用券」及び「遊園
施設入園券」をご使用になった場合に限り適用になります。
・�宿泊料金は、利用日や利用人数等の条件によって異なる場合が

ありますので、ご予約の際に必ずご確認ください。また、ご予
約時には「契約施設利用券」をご使用になる旨をお伝えください。

・�「契約施設利用券」の助成金額は2,500円で、１人１泊につき１

枚ご使用いただけます（1人1泊の利用料金が2,500円に満たな
い場合は、使用できません）。
・�「遊園施設入園券」の助成金額は1,000円までとなり、１人１施

設につき１日１枚ご使用いただけます。

・�券面必要事項はすべてご記入のうえ、施設窓口にご提出くださ
い。未記入箇所のある利用券は受理できません。
・�利用券をご使用の際は、必ず組合員証、後期高齢者等組合員証

明書または被扶養者証をお持ちください。
・�「リフレッシュ契約施設共通割引利用券」では宿泊施設及び遊園

施設での助成金控除の対象となりませんので、お間違いのない
ようご注意ください。
・�各市町村及び一部事務組合が契約施設の借り上げを行った際に

は、当組合発行の「契約施設利用券」をお使いいただくことは
できません。
・�旅行会社発行のクーポン券等との併用はできませんのでご注意

ください。

お問い合わせ先 

　

　福祉課厚生係（直通）　TEL 043（248）1114

・�組合員及びその家族（同居、別居を問いません）

・�券面必要事項をすべてご記入のうえ、利用施設へ
提出してください。

・�利用範囲が組合員及びその家族となるのは、「リフレッシュ契約
施設共通割引利用券」と「保健施設利用券」のみですので、ご
注意ください。

楽しく充実した休日をお過ごしいただくために、正しい使用方法をお守りのうえ、ご利用ください。各券の使用方法は次のとおりです。

▲黒潮荘

▲那須の森ヴィレッジ

▲オークラ千葉ホテル

「施設利用券（宿泊）」、「遊園施設入園券」、「リフレッシュ「施設利用券（宿泊）」、「遊園施設入園券」、「リフレッシュ
契約施設共通割引利用券」契約施設共通割引利用券」及び及び「保健施設利用券」「保健施設利用券」

使 の 項の 意 つ て用 注 に い際 事ご

オークラ千葉ホテル・黒潮荘・那須の森ヴィレッジ千葉県市町村職員共済組合直営施設利用券（ラベンダー色）

リフレッシュ契約施設共通割引利用券（レモン色） 保健施設利用券（スパ・スカイビュー）（鶯色）

千葉県市町村職員共済組合契約施設利用券（空色） 遊園施設入園券（オレンジ色・縦長）

利用範囲
そ の 他

そ の 他

助成金額

契約料金

利用範囲

助成金額

そ の 他

利用範囲
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　令和６年度は、下記の事業を実施する予定です。初めての方もお気軽にご応募いただき
一人でも多くの組合員の皆さまにご参加いただきますよう、お待ちしております。

厚生事業予定のご案内令和６年度

※日程等は、天災地変や社会的状況等により、変更もしくは中止になることがあります。
※応募者多数の場合は、抽選になります。
※事業の詳細は、その都度『共済だより』に掲載（上表右欄参照）します。

　令和５年度に引き続き令和６年度も「オークラ千葉ホテ
ル」、「黒潮荘（１泊２食付）」、「那須の森ヴィレッジ（１泊
２食付）」の利用助成金に特別加算（2,000円）を行います。
　なお、黒潮荘・那須の森ヴィレッジの宿泊者のうち、
素泊り、１泊朝食付、及び那須の森ヴィレッジのキャンプ
サイトご利用時の利用助成金（2,500円）と、ゴルフパック
ご利用時の利用助成金（6,700円）は、現行のとおりと
なります。
　また、千葉県市町村職員互助会加入者は、「保養所等助
成金（オークラ千葉ホテル500円、黒潮荘・那須の森ヴィ
レッジ1,000円）」が併せて適用されます。

　助成金の従前・現行の比較については、上記の表をご覧
ください。
　お得に直営施設をご利用いただける機会に、ぜひご宿泊
ください。

事業内容 実施予定日 開催予定場所 募集予定人員 『共済だより』掲載号

テニス教室（１回目） 4/13（土）～14（日） 那須の森ヴィレッジ 16名 令和6年2月号掲載

トレッキング教室（１回目） 5/19（日）～20（月） 那須の森ヴィレッジ 16名 4月号

ゴルフ大会（１回目） 5/29（水） 浜野ゴルフクラブ 120名 〃

アウトドアキャンプ教室（１回目） 6/2（日）～3（月） 那須の森ヴィレッジ 16名 〃

メンタルヘルス教室（１回目） 6/15（土） オンライン講座 300名 〃

RIZAP健康セミナー 7/6（土） オンライン講座 500名 〃

フォレスト・ヴィラ 7/20（土）～8/12（月）泊
嬬恋プリンスホテル

－ 〃
軽井沢プリンスホテル

知ってなるほど健康づくり 7/28（日） オークラ千葉ホテル 40名 6月号

介護講座（１回目） 8/3（土） オークラ千葉ホテル 40名 〃

介護講座（２回目） 8/18（日） オークラ千葉ホテル 40名 〃

ゴルフ大会（２回目） 8/28（水） 浜野ゴルフクラブ 120名 〃

介護講座（３回目） 8/31（土） オークラ千葉ホテル 40名 〃

メンタルヘルス教室（２回目） 9/7（土） オンライン講座 300名 〃

トレッキング教室（２回目） 9/29（日）～9/30（月） 那須の森ヴィレッジ 16名 8月号

アウトドアキャンプ教室（２回目） 10/6（日）～7（月） 那須の森ヴィレッジ 16名 〃

女性講座 10/12（土） オークラ千葉ホテル 40名 〃

ライフスタイル改善術 10/27（日） オークラ千葉ホテル 40名 〃

テニス教室（２回目） 11/16（土）～17（日） 那須の森ヴィレッジ 16名 〃

健康管理講座（血糖値編） 11/24（日） オークラ千葉ホテル 40名 10月号

メンタルヘルス教室（３回目） 12/7（土） オンライン講座 300名 〃

親子スキー教室（１回目） 令和7年2/21（金）～2/23（日） 軽井沢プリンスホテル 40名 〃

親子スキー教室（２回目） 令和7年2/28（金）～3/2（日） 軽井沢プリンスホテル 40名 〃

テニス教室（３回目） 令和７年3月上旬 黒潮荘 24名 12月号

施設名
直営施設
利用助成金
（従前額）�

特別加算
直営施設
利用助成金
（特別加算後）

オークラ千葉ホテル 4,000円 2,000円 6,000円
黒潮荘 4,500円 2,000円 6,500円
那須の森ヴィレッジ 4,500円 2,000円 6,500円

▼助成金�比較表
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オークラ千葉ホテル・黒潮荘・那須の森ヴィレッジ
利用助成金に特別加算（2,000円）を行います！

～直営施設（オークラ千葉ホテル・黒潮荘・那須の森ヴィレッジ）の利用がお得です!!～

お問い合わせ先 

　

　福祉課厚生係（直通）　TEL 043（248）1114

令和
６年度も



◦共済スポーツ教室のご案内◦

　共済組合では、組合員の皆さまのスポーツを通じた健康づくりと余暇

の活用を目的とした、ゴルフ大会を開催します。

　今年度も、比類なき風格と趣を兼ね備えたゴルフコース、「浜野ゴルフ

クラブ」にて大会を２回開催いたします。

　今回は、１回目の大会について下記のとおり募集しますが、２回目の

大会も、上位入賞者に直営施設のペア宿泊券や施設割引券など賞品を用

意しますので、奮ってご応募ください。

〈個人情報の利用目的〉〈個人情報の利用目的〉
お申し込みいただいた個人情報は、ゴルフ大会運営における以下の目的に利用し、その他の目的には一切利用いたしません。お申し込みいただいた個人情報は、ゴルフ大会運営における以下の目的に利用し、その他の目的には一切利用いたしません。
１.申し込み確認と参加者名簿を作成するため　２.ゴルフ場への利用登録のため　３.その他、ゴルフ大会を円滑に運営するため１.申し込み確認と参加者名簿を作成するため　２.ゴルフ場への利用登録のため　３.その他、ゴルフ大会を円滑に運営するため

1�参加資格
　組合員及びその被扶養者（15歳以上（中学生を
除く））とします（男女を問いません）。

2�開催内容
（１）開催日及び開催場所

令和６年５月29日（水）
浜野ゴルフクラブ
午前８時21分スタート～
千葉県市原市永吉937　℡0436-52-3111

（２）募集人数
120名（30組）

（３）大会の内容
ア　 スタート表については、当組合が作成し

ます。

イ　 プレー後、表彰式等は行いません。成績
表は後日代表者宛てに参加人数分送付い
たします。また、賞品についても成績表
と合わせて代表者に送付いたします。

ウ　 ゴルフ大会は、現地集合・現地解散とな
ります。

エ　 当日は、天候等の状況により開催を中止
する場合がありますので、予めご了承く
ださい。

オ　 代理参加は認めません。都合により参加
できない場合は、速やかに当組合までご
連絡ください。

3�募集期間及び申込方法

　４月以降に共済組合のホームページ
に掲載されるゴルフ大会の申込フォー
ムから必要事項を入力し、申し込みをしてください。
申込期限は、令和６年４月30日23時59分です。
　また、１回の申込は４名様までのご応募とさせて
いただきます。
＊ 代表者を入れ替えての複数応募は、ご遠慮ください。
＊ 参加者の決定は抽選とし、結果については、後日

代表者に通知します。
　また、１人でも多くの方にご参加いただき、直
前でキャンセルされる方を減らすため、当選され
たら参加が確実な方のご応募をお待ちしています。
　なお、抽選結果に関する照会はご遠慮ください。

4�参加者負担金
１名様　現金 8,000円
＊ 負担金には、１Ｒキャディ付プレー、昼食代（ラン

チ及び１ドリンク付き）、プレー終了後飲み物代（１
ドリンク分）、練習ボール（１コイン）、ゴルフ場利
用税、消費税が含まれています（売店利用代、追
加料理等については、各自精算となります）。

5�上位者賞品
１位 ･･･････直営施設（那須の森ヴィレッジ・黒潮荘）

ペア宿泊券
２位、３位 ･････････････直営施設利用券 5,000円
４位、５位 ･････････････直営施設利用券 3,000円
６位～８位 ･････････････ オークラ千葉ホテル10Ｆ

スパ・スカイビュー無料招待券２枚

オンライン申込のみ

コルフ大会開催コルフ大会開催ののお知らせ!お知らせ!
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千葉県市町村職員年金者連盟  TEL 043（248）1059（月～金（祝祭日を除く）9:00～16:00）

　市町村職員年金者連盟は各都道府県において組織されており、半世紀
以上にわたり市町村職員共済組合組合員の皆様の退職後の生活の応援と
年金制度改善に向けた取り組みを行っている団体です。
　退職後のセカンドライフの中にぜひ年金者連盟をお加えください。
　千葉県市町村職員年金者連盟は、全国市町村職員共済組合連合会の年
金受給資格を有する方の他、市町村・一部事務組合を退職された60歳
以上の方（年金支給開始年齢に到達していない方）が加入いただけます。

※�組合員期間が「短期組合員」または「後期高齢者短期組合員」だけの

方はご加入いただけません。

市町村職員年金者連盟のご案内

お問い合わせ先

　令和５年10月から令和６年３月までの利息を３月31日付けで、元金に繰り入れましたのでお知らせします。
　利息繰入れ後の残高が預入れ限度額の3,000万円を超えた方は、必ず超えた額の払戻し手続きを行ってください（限
度額を超えた額には、利息は付きません）。
　『貯金利息計算書（決算）』は、４月末に各所属所の共済事務担当課（任意継続組合員の方はご本人宛て）に送付す
る予定です。
　『貯金利息計算書』の再発行はできませんので、大切に保管してください。

◆預入れ（任意継続組合員を除く）
◦定額積立は、給与（手取額）の範囲内で月１回です。
◦ 臨時積立は、期末勤勉手当（手取額）の範囲内で６月
及び12月のそれぞれ月１回です。

◦預入れ限度額は、3,000万円です。
※�限度額超過者は、所属所の共済事務担当課を経由し、該当
組合員へ通知をしておりますので、超えた額については速
やかに払戻し手続きを行ってください。また、定額積立を

している方は、中断の手続きを行ってください。

◆払戻し
◦ １回の払戻しにつき、複数の「貯金一部・解約払戻請求書」
は受付できませんので、ご注意ください。

◦ 払戻日は、毎月28日（12月は27日）（土・日・祝日
の場合は直前の開庁日）です。

◦ 共済組合締切日は、払戻月の10日（12月は７日）（土・
日・祝日の場合は直前の開庁日）です。偶数月及び１

月発行の『共済だより』でお知らせしていますので、
確認をお願いします。
※�組合員の方は、提出期限を所属所の共済事務担当課にご確認
のうえ、余裕をもって担当課に提出してください。

※�任意継続組合員の方は、払戻月の10日（12月は７日）（土・日・

祝日の場合は直前の開庁日）までに共済組合に必着です。

◆ 「貯金一部・解約払戻請求書」を作成する際の
注意事項
◦請求金額の訂正・重ね書きはしないこと。

◦�誤った所属所コード、組合員証番号及び貯金者番号
を記入しないこと。

　組合員証や貯金利息計算書（決算）でご確認ください。

◦不鮮明であったり、欠けた印鑑での押印をしないこと。

◦鉛筆や消せるボールペンでの記入をしないこと。

◦任意継続組合員の方は、必ず届出印を押印すること。

お問い合わせ先�

　

　福祉課福祉係（直通）　TEL 043（248）1113

ちょっと覗いて
みてください

「貯金利息計算書（決算）」を送付します
貯金事業からのお知らせ

各種事業は当連盟ホームページをご覧ください。

http://www.chiba-munic-nenkinren.jp

　本年４月以降も、引き続き1.9％となります。
　なお、預入れ・払戻し等は次のとおり決められていますので、ご協力をお願いします。

《今年度の支払利率は1.9％です》
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令和６年度�契約施設のお知らせ

　令和６年度から、下記の医療機関が契約検査医療機関となり
ましたのでお知らせいたします。

◦宿泊施設
所在地 施設名

福島県 会津高原 会津アストリアホテル

群馬県 片品 ペンション　ふぁみりい

新潟県 舞子高原 ほりでーいんこばやし

◦遊園施設
施設名

栃木県なかがわ水遊園

カワイサーフギャラリーサーフィンスクール

マウントジーンズ那須　那須ゴンドラ

◦リフレッシュ施設
施設区分 施設名

健康ランド・クアハウス・温泉 大江戸温泉物語浦安万華郷

遊覧船・クルーザー ロイヤルウイング　横浜港

ロープウエイ・スキー場 神立スノーリゾート

◦京葉地区
医療機関名 所在地

奏の杜クリニック海浜幕張
千葉市美浜区ひび野1-14

aune幕張４階

◦北総地区
医療機関名 所在地

千葉しすい病院 印旛郡酒々井町上岩橋1160-2

◦東京地区
医療機関名 所在地

日本予防医学協会
ウェルビーイング毛利

東京都江東区毛利１-19-10
江間忠錦糸町ビル

　令和６年度から、次の施設が契約施設となりましたのでお知らせいたします。
※詳細については、別冊「令和６年度契約施設一覧」をご参照ください。

◦宿泊施設
所在地 施設名 電話番号

三重県 志摩 サンペルラ志摩 0599（57）2130

大阪府 大阪 グランドプリンスホテル大阪ベイ 06（6612）1234

◦遊園施設
所在地 施設名 電話番号

栃木県 那須町 那須平成の森フィールドセンター 0287（74）6808

栃木県 那須塩原市 青空プロジェクト　ＴＨＥ　ＤＡＹ 090（2528）3288

栃木県 那須町 Ｒｉｍｏ－Ｎａｓｕ 080（4955）8131

◦リフレッシュ施設
所在地 種別 施設名 電話番号

千葉県 乗馬 乗馬クラブ　クレイン千葉　富津 0439（66）2100

新規契約施設のお知らせ 契約満了施設のお知らせ

特約店情報変更のお知らせ

　皆さまにご利用いただきました次の契約施設は令和６年３月
31日をもって、契約期間満了となります。
　令和６年４月１日以降は、利用券は使用できませんのでご注
意ください。

契約満了医療機関のお知らせ

◦東葛地区
医療機関名 所在地

松戸市立福祉医療センター
東松戸病院

松戸市高塚新田123-13

　下記の契約検査医療機関については、令和５年度で契約満了
となります。令和６年度においては助成を受けることができま
せんのでご注意ください。

◦営業所の追加がありました

特約店名（特約店№）
営業所名

（営業所№）
営業所住所 電話番号

ホンダカーズ千葉東（060） 東金店（002） 東金市堀上259 TEL 0475（52）5001

◦営業所住所・電話番号等の変更がありました

特約店名
（特約店№）

営業所名
（営業所№）

営業所住所 電話番号

ホンダカーズ千葉
（091）

蘇我店
（017）

新 千葉市中央区南町2-19-15
TEL 043（265）0001

旧 千葉市中央区南町2-18-9

ホンダカーズ千葉
（091）

本社
（042）

新 千葉市中央区南町2-19-15 TEL 043（265）0005

旧 千葉市中央区都町2-20-12 TEL 043（214）5011

◦特約店住所・電話番号等の変更がありました

特約店名
（特約店№）

本社住所 電話番号

ホンダカーズ千葉
（091）

新 千葉市中央区南町2-19-15 TEL 043（265）0005

旧 千葉市中央区都町2-20-12 TEL 043（214）5011

新規契約医療機関のお知らせ
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自動車ローン物資供給事業をぜひご利用ください

お問い合わせ先�

　

　福祉課福祉係（直通）　TEL 043（248）1113

　　　　　　　　 年利1.39%（令和６年４月１日現在）
※利率は、変動する場合があります。

　　　　　　　　最大300万円（10万円以上１万円単位）
※�普通貸付（年利1.26％、最大200万円）と
併用すると最大500万円まで借入可能。

　　　　　　　　最大10年（120回まで）

　　　　　　　　共済組合が契約している店舗（特約店）

　　　　　　　　 お勤め先の共済事務担当課で発行した物資購
入票を特約店へ持参していただくことでご利用
いただけます。

※�会計年度任用職員等の任期の定めがある組合員の方については、
利用に制限がありますので、ご留意ください。

使用できる店舗

償 還 期 間

借 入 金 額

利 率

ご 利 用 方 法

詳細は、共済組合ホームページを
ご覧ください。



〒260-8502 千葉市中央区中央港1-13-3
千葉県市町村職員共済組合 福祉課厚生係
TEL 043（248）1114（福祉課厚生係直通）

　共済組合では、毎月1回、税務・法律
に関する相談室（無料）を開設していま
す。開始時刻は原則として午前中で、申
込受付順となります。
　相談をご希望の方は、各所属所の共
済事務担当課に備え付けの ｢相談申込
書｣または任意の書式に必要事項（下記）
をご記入のうえ、開設日の15日前まで（必
着）に下記宛てへ親展でご送付ください。
※以降のお申し込みは、次回の相談日になり

ますので、ご了承ください。
※相談内容はできるだけ詳しくご記入ください。

法　律
相談室

弁護士 河邉  義範（かわべ よしのり）

5月8日（水）、6月12日（水）

税　務
相談室

税理士 青木  幸広（あおき ゆきひろ）

5月14日（火）、6月11日（火）

5月・6月5月・6月のの相談室開設日相談室開設日

税務・法律相談お申し込み・お問い合わせ先

　臨床心理士を中心とした専門職が、あ
なたのお悩みに親身にお応えします。ご
相談は当組合専用の電話・面談または
WEBにより対応しております。また、守
秘義務に則りプライバシーの保護を厳守し
ておりますので、安心してご相談ください。

税務・法律相談税務・法律相談ののご案内ご案内 メンタルヘルス相談室

こんなとき、すぐにご相談ください

◦将来に不安を感じ気分が落ち込んでいる。
◦職場の人間関係で悩んでいる。
◦ストレスによる無気力や不眠に悩まされている。
◦子どもが学校に行きたがらない。
◦家族の病気のことで悩んでいる。
◦配偶者との関係がうまくいかない。

組
合
会
ニ
ュ
ー
ス

共済組合からのお知らせ

お問い合わせ先　 有限会社ちば共栄サービス TEL 043（248）1536（受付時間：平日の午前9時から午後4時まで。）

※携帯電話からもご利用いただけます。
0120（765）232

•月曜日～金曜日 9:00～21:00
•土曜日 10:00～18:00
　（日・祝日、1月1日～3日は休み）

電話カウンセリング
面接カウンセリング予約受付
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●正 ③被扶養者数…………46,615人 ●誤 ③被扶養者数…………… 1,125人
④任意継続組合員数……1,125人 ④任意継続組合員数……46,615人

『共済だより2月号』における記載内容の訂正について
『共済だより』（令和６年２月号）において、記載内容に誤りがございました。
謹んでお詫び申し上げますとともに、右記のとおり訂正させていただきます。

①団 体 数　市････････････････････ 37
　　　　　　町村･･････････････････ 17
　　　　　　一部事務組合等････････ 47
　　　　　　計･･･････････････････101

②組合員数　男･･････････････37,070人
　　　　　　女･････････････  38,785人
　　　　　　計･･････････････75,855人

③被扶養者数  ･･･････････････46,736人

④任意継続組合員数･･･････････ 1,129人

組合の概況（令和６年２月末現在）

給付金送金日のご案内
～お気軽にご相談ください～

4月は5月分の掛金、5月は6月分の掛金の払込月で
す。月内に必ず納入されますようお願いします。ま
た、口座振替の方は5月分の振替日が4月26日、6
月分の振替日が5月27日となりますので、残高不足と
ならないよう、残高の確認をお願いします。

4月26日（金）、5月28日（火）、6月28日（金）
※給付金請求書の締切日については、各担当課へお問

い合わせください。

※払戻・解約請求書の締切日は、組合員の方について
は各所属所により異なりますので、お勤め先の共済事
務担当課へお問い合わせください。
任意継続組合員の方については、払戻月の10日（12月
は7日）（土・日・祝日の場合は直前の開庁日）までに
共済組合に必着です。
4月1日現在の利率は1.9%（税引き後1.514015%）です。

4月26日（金）、5月28日（火）、6月28日（金）

　「千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例（2017

年4月施行）」が改正され、2022年7月1日から自転車利用者は、

自転車事故の賠償に備えた保険の加入が義務化されました。
　自転車事故によるケガや賠償への備えなら傷害

総合保険にご加入ください！

　共済組合では、ケガの補償だけでなく、自転車事故を含む日常生

活における賠償事故に備える傷害総合保険を取扱っています。
　保険料は、団体割引等が適用されますので、個人で加入するより
も36%割安です。ぜひご検討ください。
　詳細については、昨年９月中旬頃配付しましたパンフレットをご参

照ください。パンフレットがお手元にない場合やご不明な点がある

場合は、下記取扱代理店までお問い合わせください。

任意継続組合員の皆さまへ 必 要 事 項

共済貯金の払戻日のご案内

❶所属所名及び
　所属部署名
❷組合員氏名
❸組合員証記号・番号
❹自宅住所

❺自宅電話番号
❻勤務先電話番号
❼日中、連絡の
　とれる電話番号
❽相談希望日
❾相談内容

自転車事故の 賠 償 に 備 え た 保 険 に加入していますか？
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当組合ホームページのトップ画面にある
「みんなの家庭の医学」のバナー、もしくは
https://kateinoigaku.jp/からアクセスして
ください。

　 WEB相談

団体コード（保険者番号）：32120412



◦申込資格　�組合員及びその家族(同居、別居を問いません)��
◦受 講 料　無料
◦募集人数　500名
◦申込締切　2024年5月24日（金）
◦申込方法　�4月以降に共済組合ホームページの申込専用ページ「各種申込フォーム」から健康管理講座の申込フォームへ

アクセスしていただき、必要事項を入力してください。
※�傷害保険に加入するため、参加される方1名ずつのお申し込みをお願いします。

◦そ の 他　◦後日、録画した講座の配信もあります。
◦「受講の案内」について、申込フォームに入力いただいたメールアドレスに送信いたします。

お問い合わせ先 

　

　福祉課厚生係（直通）　TEL 043（248）1114
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那須平成の森フィールドセンター
　インタープリターと歩く、数種類のガイド
ウォークをご提供いたします。
　那須平成の森は、元那須御用邸用地として
近年までほとんど人が立ち入ることがなかっ
た森ですが、今は1年中森歩きを楽しめます。
　駒止の滝までの自由散策が人気の「ふれあ
いの森」のほか、ガイドウォーク専用エリア「学
びの森」では、「インタープリター」と呼ばれ
る個性豊かなスタッフが季節ごとの魅力をご
案内！自然の面白さ・奥深さをたっぷり味わ
うことができます。
　拠点施設である「那須平成の森
フィールドセンター」では、展示や無
料のミニプログラムなども楽しめます。

　大人はEバイクでゆったり里山
Ride！子供達も目的地までピック
アップサービスで楽々アクセスでき
ます。帰りは親子でゆるーく里山ダ
ウンヒル！ガイド付きで安心、安全
に体験できる
Eバイクプロ
グラムとなっ
ております。

Rimo-Nasu

青空プロジェクト THE DAY

那須エリアで人気の「ネイチャーアクティビティ体験プログラム」に
新たな３つの施設が加わりました！

今年度も人気のアウトドアレジャーでお楽しみください！

　Rimo-Nasuでは電動キックボード、セグウェイをお楽しみいただ
けます。
　多くのファンのお客さまに、新しい快感とダイナミックな自然に
溶け込むリゾート地の観光型アクティビティを提供しています。
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～いろんな方法でお米を炊いてみませんか～

令和６年６月２令和６年６月２日日（日（日））～３～３日日（月）1泊2日　宿泊地「那須の森ヴィレッジ」（月）1泊2日　宿泊地「那須の森ヴィレッジ」　1.　日　　程

　3.募集人数 16 名（参加資格：組合員及びその家族）　お一人様での参加も大歓迎です。

大人 1 名様　9,000 円【宿泊代（１泊２食）、教室代、食事代を含みます。】　4.参加者負担金
①途中、岩場で険しい勾配があります。普段からジョギング等をされている方に適したプログラムです。
②トレッキングシューズ、ザック、雨具などが必要になります。③登山道中（約５時間）には、トイレがありません。

　5.注意点

茶臼岳トレッキング教室開催茶臼岳トレッキング教室開催のお知らせのお知らせ

アウトドアキャンプ教室開催アウトドアキャンプ教室開催のお知らせのお知らせ

PM 2：00 那須の森ヴィレッジ　集合
PM 2：30 オリエンテーション
 「トレッキングの魅力」などをご紹介します。
PM 4：00 終了

PM 2：00 那須の森ヴィレッジ　集合
PM 2：30 オリエンテーション「那須高原の魅力」、「アウトドアやキャンプの魅力」などもご紹介します。
PM 4：00 終了　夕食後にキャンプサイトにて、たき火とコーヒー焙煎
 たき火とコーヒーをご堪能ください。

AM 9：00 那須の森ヴィレッジ　出発
 専用バスで「那須ロープウェイ」山麓駅まで送迎します。
AM10：00 トレッキング教室開始　山麓駅－（ロープウェイ）－山頂駅
AM10：30 トレッキング開始　山頂駅－お鉢巡り－茶臼岳山頂　
 休憩を入れながら安全にトレッキングを行います。
PM 0：00 昼食　山頂で昼食をとります。
PM 1：00 下山　山頂－峰の茶屋避難小屋－峠の茶屋（駐車場）
PM 3：00 トレッキング教室終了　専用バスで「那須の森ヴィレッジ」まで送迎します。
PM 3：30 那須の森ヴィレッジで解散

AM 9：00 アウトドアキャンプ教室開始
 ①薪や枝拾い、いろいろな火おこし体験（木製の火おこし器、メタルマッチなど）
 ②お米（コシヒカリ）炊き上げワークショップ（竹、アルミ缶、飯盒など）
 ③炊き上げたお米で昼食（おかずも地元産です）
 ④キャンプ道具体験（タープ、テントの設営など。）
PM 2：00 アウトドアキャンプ教室終了
PM 2：30 解散

　2.スケジュール

　2.スケジュール

～本教室にご参加いただきました皆さまの声～
・焙煎したコーヒーを美味しく飲めたこと、ごはん炊き、テント立てがよかったです。
・キャンプとは何か。基礎に触れることができました。
・実際に自然教室をやられてる方から教えていただけて勉強になりました。
・コーヒーの事、もっと詳しく勉強してみようかと興味が深くなりました。

など、大好評でした。皆さまのご参加をお待ちしております。

～本教室にご参加いただきました皆さまの声～
・楽しめるペースにしてもらえた。歩き方、
呼吸、ストックの付く位置等も丁寧に教え
てくれました。

・植物の豆知識も教えてもらえて楽しめました。
・楽しく過ごさせていただきました。お弁当
も美味しくいただきました。

など、大好評でした。
皆さまのご参加お待ちしております。

那須の森ヴィレッジのキャンプ場などを会場にして、キャ
ンプ道具の組み立て方、道具選びのアドバイスのほか、
いろいろな火おこし体験をして、栃木県産のお米を炊き
上げます。例年、大好評のため、今年も開催いたします!!
災害時に役立つ知識も学べる初心者向の体験型アウトド
アキャンプ教室を開催しますので、ぜひご参加ください！

申
込
方
法

そ
の
他

◆オンライン申込
４月以降に共済組合のホームページに掲載されるトレッキン
グ教室・アウトドアキャンプ教室の申込フォームから必要事
項を入力し、申し込みをしてください。
申込期限は、令和6年4月30日23時59分です。

①交通費は各自のご負担となります。
②当選後の参加人数の変更はできません。
③参加の権利を他の方に譲渡することはできません。
④各教室とも、最少催行人数10名とさせていただきます。
⑤雨天時、強風等の荒天時は、プログラム内容の変更または、
中止とさせていただく場合があります。

⑥ご参加される皆さまには、詳しいご案内をさせていただきます。

16 名（参加資格：組合員及びその家族）　お一人様での参加も大歓迎です。　3.募集人数
大人 1 名様　9,000 円【体験費用、宿泊代（１泊２食）、食事代を含みます。】　4.参加者負担金

2日目

2日目

1日目

1日目

～新緑に囲まれた那須でトレッキングしてみませんか？～～新緑に囲まれた那須でトレッキングしてみませんか？～
日本百名山の1つである那須岳の主峰「茶臼岳（1,915 ｍ）」で初級者向けのトレッキング教室を開催します。日本百名山の1つである那須岳の主峰「茶臼岳（1,915 ｍ）」で初級者向けのトレッキング教室を開催します。
茶臼岳の山頂から、那須高原や関東平野など、きれいな景色を見てみませんか。茶臼岳の山頂から、那須高原や関東平野など、きれいな景色を見てみませんか。
毎回、参加者の皆さまから好評のため、今年度も開催します。毎回、参加者の皆さまから好評のため、今年度も開催します。

令和６年５月19日（日）～20日（月）　1泊2日　宿泊地「那須の森ヴィレッジ」　1.　日　　程
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●和食会席プラン
１泊２食付 7,200円～
旬の食材と地のものにこだわった
和食会席！

●焼肉プラン
１泊２食付 7,200円～
ファミリーに人気のプラン。
ボリューム満点！

●洋食プラン
１泊２食付 8,900円～
メインのお肉とお魚の両方が楽しめる、
洋食フルコース料理！

●那須高原和牛ステーキプラン
１泊２食付 8,900円～
地元のブランド牛「那須高原和牛」の
サーロインを使用したステーキが
メインのカジュアルコース！

●季節の特選和会席プラン
１泊２食付 10,700円～
厳選された地元食材を使用した
季節感あふれる特選料理！

●宿泊料（税サ別、以下同様）
　大人＋400円、小人＋200円
●食事料（夕食）
　大人＋600円～1,000円
　小人＋300円～400円
●食事料（朝食）
　大人＋200円、小人＋100円
　※食事料（夕食）の改定金額は、プラン毎に異

なります。
　※詳細については、那須の森ヴィレッジまで直

接お問い合わせください。

※掲載料金は、料金改定後のものとなります。

※掲載料金は、県互助会を含む助成金及び特別加算

（2,000 円）控除後の金額となります。

※１泊２食、消費税、奉仕料、入湯税を含みます。

※繁忙期は、1,210 円が加算されます。

※「直営施設利用券（助成金）」は、２親等
以内のご家族までご利用いただけます。

　都会を抜け出して、森の　都会を抜け出して、森の
中に佇むコテージに滞在し、中に佇むコテージに滞在し、
仕事をしながら休暇も楽し仕事をしながら休暇も楽し
むリゾートワーケーションむリゾートワーケーション
をしてみませんか？をしてみませんか？

　ワーケーションの用途でもご利用いただけます！

バリエーション豊富な
お得プラン

併せて併せてテイクアウトランチの販売テイクアウトランチの販売もも
行っております行っております！！

令和６年度も直営施設助成金に
特別加算（2,000 円）が加わり
お得にお泊まりいただけます！夏期期間前まで

今年度も各種お得なサービスプラ
ンを豊富にご用意しております。

那須の森ヴィレッジでは、今年度も引き続き、那須の森ヴィレッジでは、今年度も引き続き、
＂＂どこよりも安心できる皆さまのための施設どこよりも安心できる皆さまのための施設＂＂として、として、
組合員の皆さまが安心・安全に組合員の皆さまが安心・安全に
ご利用いただける施設運営に努めてまいります。ご利用いただける施設運営に努めてまいります。
また、この間、当施設では、また、この間、当施設では、
昨今の飲食材料費を中心とした物価高騰の影響等への対策として、昨今の飲食材料費を中心とした物価高騰の影響等への対策として、
仕入先の精査等をはじめとした仕入先の精査等をはじめとした
でき得る限りの対応を行ってきたところですが、でき得る限りの対応を行ってきたところですが、
当施設の強みである食の品質・魅力や、当施設の強みである食の品質・魅力や、
アンケート調査等でも高い評価をいただいているアンケート調査等でも高い評価をいただいている
サービス水準を維持し、サービス水準を維持し、
安心安全な施設運営を行っていくため、安心安全な施設運営を行っていくため、
右記のとおり料金改定をさせていただきます。右記のとおり料金改定をさせていただきます。

　今後も、那須の森ヴィレッジは、組合員の皆さま　今後も、那須の森ヴィレッジは、組合員の皆さま
に旬のおいしい料理と温泉で心身ともに「くつろぎ、に旬のおいしい料理と温泉で心身ともに「くつろぎ、
やすらぎ」の時間をお過ごしいただけるよう、さらやすらぎ」の時間をお過ごしいただけるよう、さら
なるサービスの向上に努めてまいりますので、何卒なるサービスの向上に努めてまいりますので、何卒
ご理解を賜りますようよろしくお願いいたします。ご理解を賜りますようよろしくお願いいたします。

44月月55日（金）日（金）からからオープン
早めのご予

約が

お得です
ご予約好評受付中ご予約好評受付中！！ 令和6年度

〈特選料理〉〈特選料理〉

※写真はイメージです。

〈洋食〉〈洋食〉
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３　日曜日の宿泊がお得！学校行事振替休日キャンペーン!! 
日曜日（祝前日、夏期期間を除く）にご宿泊のお子様（小学生
以下）の宿泊料が無料！

さらに 上記の割引との併用が可能な平日連泊でのご利用がお
すすめです！

●平 日 割：宿泊料金から大人１名様ご１泊につき500円割
引いたします。

※夏期期間前（7/12）までの平日が対象となります。
●平日連泊割：３泊以上の場合、さらに宿泊料金から10%割引

いたします。
⇒平日割ご利用で、、、
なんと大人１名様6,700円からのご利用が可能です!!

一軒茶屋

那須湯本温泉

那須サファリパーク

那須ハイランド
パーク

教会

戸田

池田

田代

青木
広谷地那須高原大橋

JR 東北線

那須りんどう湖
LAKE VIEW那須ワールド

モンキーパーク

266

黒磯
那須塩原

高久

東北自動車道
黒磯
板室 I.C.

東北新幹線

那須の森ヴィレッジ

至東京

至仙台

漆塚

木綿畑

関谷北

那須 I.C. 詳しくは、お電話または詳しくは、お電話または
ホームページをご覧ください。ホームページをご覧ください。

 那須の森ヴィレッジ 検索 ⬅

那須の森ヴィレッジ（施設直通）
TEL 	0287（78）1636

お問い合わせ・お申し込み

※平日・休日とも午前９時から午後
５時までの案内となります。

〒325-0303　栃木県那須郡那須町大字高久乙字遅山3375-637

夏期期間の
お申し込み

１　早めのご予約がお得！早割りキャンペーン!! 
月曜～木曜日限定（祝前日、夏期期間7/13～8/31を除く）で
１人１泊ごとに下記金額が宿泊料から割引となります。

名　称 対象期間
（ご利用月を含めた月数）

大人割引額

早割り５ 6カ月前から5カ月前のご予約 1,000円

早割り３ 4カ月前から3カ月前のご予約 500円

２　60歳以上の方が一緒でお得！シルバー割引!! 
日曜～金曜日限定（祝前日、夏期期間を除く）で60歳以上の方
が宿泊される場合、シルバー割引としてグループ全員の大人の
宿泊料から500円割引となります。

キャンプ場ご利用方法のご案内
１　開設期間
　　令和6年4月27日（土）～9月30日（月）まで
　　　※今年度は上記期間中の祝前日、夏期期間についても開設いたします。

２　利用料金等
　　フリーテントサイト使用料……1,400円（１サイト・１泊）
　　（助成金控除後、フロントで代表者の方が助成券をご提出ください）
　　＊フリーテントサイトサイズ……縦5.4ｍ×横3.6ｍ、砂利敷
　　＊前記料金の他に、別途、入湯税等を申し受けます。（中学生以上の方）

３　利用時間
　　到着日の午後３時から出発日の午前10時まで

快適な高原キャンプで、風と光を感じ、星空を見上げてみませんか？

令和6年度も、平日ご連泊者（２泊以上）※さま限定で「多目的運動場」と「キャンプ場」の無料開放サービス（先
着受付順）を実施します！ご予約時にお申し付けください。※キャンプ場のご利用者さまを除きます。

４　キャンプ場ご利用のお申し込み
　●申込方法
　　下記連絡先へお電話でご連絡ください。
　●ご利用日及び受付開始日

キャンプ場ご利用日 受  付  開  始  日
４月27日から６月30日 予約受付中
７月１日から７月31日 ４月１日（月）９時～
８月１日から８月31日 ５月１日（水）９時～
９月１日から９月30日 ６月１日（土）９時～

※インターネットに
よるお申し込みは
できませんのでご
注意ください。

直営施設利用券の
ご案内

直営施設利用券は、2 親等の方までご利用いただけます。

使用の際は、チェックイン時に必ず組合員証または被扶養者証、

ご加入の健康保険証をご提示ください。

かも・なすＷキャンペーンにつきましては、3頁「黒潮つうしん」をご参照ください。

テニス（１面）やフットサル（全面）などにご利
用いただけます。
テニスラケットやテニスボール、また、サッカーボー
ルやビブスなども無料でご利用いただけます。
２時間※混雑時は１時間のご利用とさせていただきます。

野外バーベキュー（持ち込み
ＯＫ）などにご利用ください。
上記キャンプ場開設期間での
ご利用とさせていただきます。

日～木曜日での宿泊がお得！平日割引プラン
（祝前日、夏期期間7/13～8/31を除く）

今年度から「遊園施設利用助成券」の対象として、新たに【Rimo
‐Nasu（電動キックボード・セグウェイ体験）】、【青空プロジェ
クト ＴＨＥ ＤＡＹ（Ｅバイク）】、【那須平成の森フィールドセ
ンター（自然ガイドツアー）】が「遊園施設利用助成券」の対
象に加わりました！
詳しくは、34頁及び施設ホームページをご参照ください。

那須の森ヴィレッジのお得な割引特典!!

夏期期間キャンセル待ち申込受付のご案内　
※お電話によるお申し込みのみとなります。
　令和６年３月１日から夏期期間のキャンセル待ちを受け付けております。
お日にちにより、空室もございますので、お早めにお申し込みください。

夏期利用申込はがきの結果通知は捨てないでください!!
　4月5日から7月21日までの期間に那須の森ヴィレッジを
ご利用されるときは、夏期利用申込はがきをご持参ください。
サービス券や追加料理が当たるくじ引きに参加できます。
（当選・落選問わず、抽選後のはがきが対象となります。）
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〈イメージ〉〈イメージ〉

Okura Chiba Hotel News April 2024 オークラ千葉ホテルニュース～これまでも  これからも  皆様と共に～

レストラン  「セブンシーズ」TEL 043（248）1128 朝食タイム 7：00 ～ 9：30 17：00 ～ 20：30ディナータイムランチタイム 11：30 ～ 14：00 お問い合わせ・ご予約 

※すべてのメニューは天候等の入荷状況により、食材が変更となる場合がございます。※すべてお一人様料金です。　※クーポンのご利用はページ下部のクーポンをご持参ください。

キ
リ
ト
リ
線

レストラン「セブンシーズ」 組合員様限定クーポン
※上記 表記のあるプランのみ割引対象とさせていただきます。
※組合員様がご一括でお会計いただきました場合、ご一緒の皆様全員を同様の割引対象とさせていただきます。
※ご予約の際に、本券ご利用の旨をお申し出ください。 ※ご注文の際に、組合員証と本券を必ずご提示ください。
※他の割引券等の併用はお受けいたしかねます。

キ
リ
ト
リ
線

5月

有効期限：5 月 3 日（金・祝）～
　　　　5 月 6 日（月・振）

GWランチ＆
ディナーブッフェ

一般料金より

700円
OFF!!

キ
リ
ト
リ
線

月末の土曜日は
ホテルブッフェでお食事を

 有効期限：4 月 27 日㈯・5 月 25 日㈯

4月 5月

ディナー
タ イ ム

一般料金より

700円
OFF!!

大人大人

4,500円4,500円
 （一般 5,200 円） （一般 5,200 円）

シニアシニア

4,300円4,300円
 （一般 5,000 円） （一般 5,000 円）

大人大人

4,800円4,800円
 （一般 5,500 円） （一般 5,500 円）

シニアシニア

4,000円4,000円
 （一般 4,700 円） （一般 4,700 円）

ラ ン チ
タ イ ム

ディナー
タ イ ム

ふるさと納税でホテルご利用券を
ご用意しておりますふるさと納税

　オークラ千葉ホテルでは「ふるさと納税」を通じて千葉市を
身近に感じていただき、千葉市の魅力を伝えたいという思いか
ら、各ふるさと納税サイトにて返礼品をご用意しております。

　オークラ千葉ホテルご利用券は、ご宿泊やレストラン、ご
宴席のお支払いにてご利用いただけます。

●ふるさとチョイス　●楽天ふるさと納税
● ANA のふるさと納税
● JRE MALL ふるさと納税
●ふるなび　●まいふる

ふるさと

納税サイト

※千葉市在住の方はお申込いただけません。

大人 4,500円（一般 5,200 円）（一般 5,200 円）

シニア 4,000円（一般 4,700 円）（一般 4,700 円）

小学生 2,300円
4 歳以上の幼児 1,300円

大人 4,800円（一般 5,500 円）（一般 5,500 円）

シニア 4,300円（一般 5,000 円）（一般 5,000 円）

小学生 2,500円
4 歳以上の幼児 1,500円

月末の土曜日は月末の土曜日は
ホテルブッフェでお食事をホテルブッフェでお食事を
4 月 27 日㈯・5 月 25 日㈯4 月 27 日㈯・5 月 25 日㈯ クーポン ディナー

タ イ ム

ラ ン チ
タ イ ム 5月3日（金・祝）～ 5月6日（月・振）5月3日（金・祝）～ 5月6日（月・振）
ディナー
タ イ ム 5月3 日（金・祝）～ 5月5日（日・祝）5月3 日（金・祝）～ 5月5日（日・祝）

※シニア (65 歳以上 ) 料金のご利用には年齢証明が必要です。※シニア (65 歳以上 ) 料金のご利用には年齢証明が必要です。

※昼夜ともに同一料金です※昼夜ともに同一料金です
クーポン ラ ン チ

タ イ ム
ディナー
タ イ ム

組合員様特別料金組合員様特別料金 組合員様特別料金組合員様特別料金

目の前で仕上げる
デザートのタイムサービスあり！

GWランチ＆ディナーブッフェGWランチ＆ディナーブッフェ

レストラン 「 セブンシーズ 」 の ブッフ ェレストラン 「 セブンシーズ 」 の ブッフ ェ洋洋

新しい門出をお祝いするかのように、咲き誇る花々。ご家族やお仲間と新しい門出をお祝いするかのように、咲き誇る花々。ご家族やお仲間と
みんなで楽しく、色とりどりのお料理と一緒に話に花を咲かせませんか。みんなで楽しく、色とりどりのお料理と一緒に話に花を咲かせませんか。

ID   okura 　パスワード  chiba
組合員様だけがご利用いただける専用ページからのご予約等で、おトクがいっぱい！
オークラ千葉ホテル　検索 CLICK! 千葉県市町村職員共済組合

組合員の皆様へ
CLICK!
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